
昭和四⼗年⼤蔵省令第⼗五号
減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令

所得税法施⾏令第百⼆⼗九条及び法⼈税法施⾏令第五⼗六条の規定に基づき、固
定資産の耐⽤年数等に関する省令（昭和⼆⼗六年⼤蔵省令第五⼗号）の全部を改正
する省令を次のように定める。

（⼀般の減価償却資産の耐⽤年数）
第⼀条 所得税法（昭和四⼗年法律第三⼗三号）第⼆条第⼀項第⼗九号（定義）⼜

は法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼆⼗三号（定義）に規定する
減価償却資産（以下「減価償却資産」という。）のうち鉱業権（租鉱権及び採⽯
権その他⼟⽯を採掘し⼜は採取する権利を含む。以下同じ。）、坑道、公共施設
等運営権及び樹⽊採取権以外のものの耐⽤年数は、次の各号に掲げる資産の区分
に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
⼀ 所得税法施⾏令（昭和四⼗年政令第九⼗六号）第六条第⼀号、第⼆号及び第

四号から第七号まで（減価償却資産の範囲）⼜は法⼈税法施⾏令（昭和四⼗年
政令第九⼗七号）第⼗三条第⼀号、第⼆号及び第四号から第七号まで（減価償
却資産の範囲）に掲げる資産（坑道を除く。） 別表第⼀（機械及び装置以外
の有形減価償却資産の耐⽤年数表）
⼆ 所得税法施⾏令第六条第三号⼜は法⼈税法施⾏令第⼗三条第三号に掲げる資

産 別表第⼆（機械及び装置の耐⽤年数表）
三 所得税法施⾏令第六条第⼋号⼜は法⼈税法施⾏令第⼗三条第⼋号に掲げる資

産（鉱業権、公共施設等運営権及び樹⽊採取権を除く。） 別表第三（無形減
価償却資産の耐⽤年数表）
四 所得税法施⾏令第六条第九号⼜は法⼈税法施⾏令第⼗三条第九号に掲げる資

産 別表第四（⽣物の耐⽤年数表）
２ 鉱業権、坑道、公共施設等運営権及び樹⽊採取権の耐⽤年数は、次の各号に掲

げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
⼀ 採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における

年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能⼒、当該鉱区において採掘
に従事する⼈員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算し
た数を基礎として納税地の所轄税務署⻑の認定した年数
⼆ 試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
イ ⽯油、アスファルト⼜は可燃性天然ガスに係る試掘権 ⼋年
ロ イに掲げる試掘権以外の試掘権 五年
三 租鉱権及び採⽯権その他⼟⽯を採掘し⼜は採取する権利 第⼀号の規定に準

じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署⻑の認定した年数
四 坑道 第⼀号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署⻑

の認定した年数
五 公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る⺠間資⾦等の活⽤による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成⼗⼀年法律第百⼗七号）第⼗九条
第三項（公共施設等運営権の設定の時期等）の規定により公表された同法第⼗



七条第三号（公共施設等運営権に関する実施⽅針における記載事項の追加）に
掲げる存続期間の年数
六 樹⽊採取権 国有林野の管理経営に関する法律（昭和⼆⼗六年法律第⼆百四

⼗六号）第⼋条の⼗⼆第⼀項（樹⽊採取権の設定を受ける者の決定等）の設定
をする旨の通知において明らかにされた当該樹⽊採取権の同法第⼋条の七第⼆
号（公募）に掲げる存続期間の年数

３ 前項第五号及び第六号に定める年数は、暦に従つて計算し、⼀年に満たない端
数を⽣じたときは、これを切り捨てる。
４ 第⼆項第⼀号、第三号⼜は第四号の認定を受けようとする個⼈⼜は法⼈（⼈格

のない社団等（法⼈税法第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等をいう。第⼀
号において同じ。）を含む。以下同じ。）は、次に掲げる事項を記載した申請書
を納税地の所轄税務署⻑に提出しなければならない。
⼀ 申請をする者の⽒名⼜は名称及び代表者（⼈格のない社団等で代表者の定め

がなく、管理⼈の定めがあるものについては、管理⼈。以下この号において同
じ。）の⽒名（法⼈税法第⼆条第四号に規定する外国法⼈（⼈格のない社団等
で同条第⼆号に規定する国外に本店⼜は主たる事務所を有するものを含む。）
にあつては、代表者及び同法第百四⼗⼀条各号（課税標準）に定める国内源泉
所得に係る事業⼜は資産の経営⼜は管理の責任者の⽒名）並びに納税地並びに
法⼈にあつては、法⼈番号（⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番
号の利⽤等に関する法律（平成⼆⼗五年法律第⼆⼗七号）第⼆条第⼗五項（定
義）に規定する法⼈番号をいう。）
⼆ 申請に係る採掘権等（第⼆項第⼀号、第三号⼜は第四号に掲げる資産をい

う。以下この条において同じ。）に係る鉱区その他これに準ずる区域（次号に
おいて「鉱区等」という。）の所在地
三 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、

当該鉱区等に属する設備の採掘能⼒及び当該鉱区等において採掘に従事する⼈
員の数
四 認定を受けようとする年数
五 その他参考となるべき事項
５ 税務署⻑は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査

し、その申請に係る年数を認定するものとする。
６ 税務署⻑は、第⼆項第⼀号、第三号⼜は第四号の認定をした後、その認定に係

る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四⼗九条第⼀項（減価償却
資産の償却費の計算及びその償却の⽅法）の規定による償却費の額（第⼋項にお
いて「償却費の額」という。）⼜は法⼈税法第三⼗⼀条第⼀項（減価償却資産の
償却費の計算及びその償却の⽅法）の規定による償却費として損⾦の額に算⼊す
る⾦額の限度額（第⼋項において「償却限度額」という。）の計算をすることを
不適当とする特別の事由が⽣じたと認める場合には、その年数を変更することが
できる。
７ 税務署⻑は、前⼆項の処分をするときは、その認定に係る個⼈⼜は法⼈に対

し、書⾯によりその旨を通知する。
８ 第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた⽇の属する年分以後の各年

分の所得税法第⼆編第⼆章第⼆節第⼀款（所得の種類及び各種所得の⾦額）に規



定する不動産所得の⾦額、事業所得の⾦額若しくは雑所得の⾦額⼜は同⽇の属す
る事業年度以後の各事業年度の所得の⾦額を計算する場合のその処分に係る採掘
権等の償却費の額⼜は償却限度額の計算についてその処分の効果が⽣ずるものと
する。

（特殊の減価償却資産の耐⽤年数）
第⼆条 次の各号に掲げる減価償却資産の耐⽤年数は、前条第⼀項の規定にかかわ

らず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
⼀ 汚⽔処理（汚⽔、坑⽔、廃⽔⼜は廃液の沈でん、ろ過、中和、⽣物化学的⽅

法、混合、冷却⼜は乾燥その他これらに類する⽅法による処理をいう。）⼜は
ばい煙処理（⼤気汚染防⽌法（昭和四⼗三年法律第九⼗七号）第⼆条第⼀項若
しくは第七項（定義等）に規定するばい煙若しくは粉じん⼜は同法第⼗七条第
⼀項（事故時の措置）に規定する特定物質（ばい煙を除く。）の重⼒沈降、慣
性分離、遠⼼分離、ろ過、洗浄、電気捕集、⾳波凝集、吸収、中和、吸着⼜は
拡散の⽅法その他これらに類する⽅法による処理をいう。）の⽤に供されてい
る減価償却資産で別表第五（公害防⽌⽤減価償却資産の耐⽤年数表）に掲げる
もの 同表
⼆ 開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明⼜は現に企業化され

ている技術の著しい改善を⽬的として特別に⾏われる試験研究をいう。）の⽤
に供されている減価償却資産で別表第六（開発研究⽤減価償却資産の耐⽤年数
表）に掲げるもの 同表

（中古資産の耐⽤年数等）
第三条 個⼈において使⽤され、⼜は法⼈において事業の⽤に供された所得税法施

⾏令第六条各号（減価償却資産の範囲）⼜は法⼈税法施⾏令第⼗三条各号（減価
償却資産の範囲）に掲げる資産（これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑
道を除く。以下この項において同じ。）の取得（法⼈税法第⼆条第⼗⼆号の⼋
（定義）に規定する適格合併⼜は同条第⼗⼆号の⼗⼆に規定する適格分割型分割
（以下この項において「適格分割型分割」という。）による同条第⼗⼀号に規定
する被合併法⼈⼜は同条第⼗⼆号の⼆に規定する分割法⼈からの引継ぎ（以下こ
の項において「適格合併等による引継ぎ」という。）を含む。）をしてこれを個
⼈の業務⼜は法⼈の事業の⽤に供した場合における当該資産の耐⽤年数は、前⼆
条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産
を個⼈の業務⼜は法⼈の事業の⽤に供するために当該資産について⽀出した所得
税法施⾏令第百⼋⼗⼀条（資本的⽀出）⼜は法⼈税法施⾏令第百三⼗⼆条（資本
的⽀出）に規定する⾦額が当該資産の取得価額（適格合併等による引継ぎの場合
にあつては、同法第六⼗⼆条の⼆第⼀項（適格合併及び適格分割型分割による資
産等の帳簿価額による引継ぎ）に規定する時⼜は適格分割型分割の直前の帳簿価
額）の百分の五⼗に相当する⾦額を超える場合には、第⼆号に掲げる年数につい
てはこの限りでない。
⼀ 当該資産をその⽤に供した時以後の使⽤可能期間（個⼈が当該資産を取得し

た後直ちにこれをその業務の⽤に供しなかつた場合には、当該資産を取得した
時から引き続き業務の⽤に供したものとして⾒込まれる当該取得の時以後の使
⽤可能期間）の年数



⼆ 次に掲げる資産（別表第⼀、別表第⼆、別表第五⼜は別表第六に掲げる減価
償却資産であつて、前号の年数を⾒積もることが困難なものに限る。）の区分
に応じそれぞれ次に定める年数（その年数が⼆年に満たないときは、これを⼆
年とする。）
イ 法定耐⽤年数（第⼀条第⼀項（⼀般の減価償却資産の耐⽤年数）に規定す

る耐⽤年数をいう。以下この号において同じ。）の全部を経過した資産 当
該資産の法定耐⽤年数の百分の⼆⼗に相当する年数

ロ 法定耐⽤年数の⼀部を経過した資産 当該資産の法定耐⽤年数から経過年
数を控除した年数に、経過年数の百分の⼆⼗に相当する年数を加算した年数

２ 法⼈が、法⼈税法第⼆条第⼗⼆号の⼋、第⼗⼆号の⼗⼀、第⼗⼆号の⼗四⼜は
第⼗⼆号の⼗五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資⼜は適格現物分配
（次項において「適格組織再編成」という。）により同条第⼗⼀号、第⼗⼆号の
⼆、第⼗⼆号の四⼜は第⼗⼆号の五の⼆に規定する被合併法⼈、分割法⼈、現物
出資法⼈⼜は現物分配法⼈（以下この項及び次項において「被合併法⼈等」とい
う。）から前項本⽂に規定する資産の移転を受けた場合（当該法⼈が当該資産に
ついて同項の規定の適⽤を受ける場合を除く。）において、当該被合併法⼈等が
当該資産につき同項⼜は第四項の規定の適⽤を受けていたときは、当該法⼈の当
該資産の耐⽤年数については、前⼆条の規定にかかわらず、当該被合併法⼈等に
おいて当該資産の耐⽤年数とされていた年数によることができる。
３ 法⼈が、適格組織再編成により被合併法⼈等から第⼀項本⽂に規定する資産の

移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適⽤を受けるとき
は、当該資産の法⼈税法施⾏令第四⼗⼋条第⼀項第⼀号イ（１）若しくは第三号
ハ⼜は第四⼗⼋条の⼆第⼀項第⼀号イ（１）若しくは第三号イ（２）若しくは第
五項第⼀号（減価償却資産の償却の⽅法）に規定する取得価額には、当該被合併
法⼈等がした償却の額（当該資産につき同令第四⼗⼋条第五項第三号に規定する
評価換え等が⾏われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿
価額が減額された⾦額を含む。）で当該被合併法⼈等の各事業年度の所得の⾦額
の計算上損⾦の額に算⼊された⾦額を含まないものとする。
４ 別表第四（⽣物の耐⽤年数表）の「細⽬」欄に掲げる⼀の⽤途から同欄に掲げ

る他の⽤途に転⽤された⽜、⾺、綿⽺及びやぎの耐⽤年数は、第⼀条第⼀項第四
号並びに第⼀項及び第⼆項の規定にかかわらず、その転⽤の時以後の使⽤可能期
間の年数による。
５ 第⼀項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、⼀年に満たな

い端数を⽣じたときは、これを切り捨てる。

（旧定額法及び旧定率法の償却率）
第四条 平成⼗九年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をされた減価償却資産の耐⽤年数に応

じた償却率は、所得税法施⾏令第百⼆⼗条第⼀項第⼀号イ（１）（減価償却資産
の償却の⽅法）⼜は法⼈税法施⾏令第四⼗⼋条第⼀項第⼀号イ（１）（減価償却
資産の償却の⽅法）に規定する旧定額法（次項において「旧定額法」という。）
及び所得税法施⾏令第百⼆⼗条第⼀項第⼀号イ（２）⼜は法⼈税法施⾏令第四⼗
⼋条第⼀項第⼀号イ（２）に規定する旧定率法（次項において「旧定率法」とい
う。）の区分に応じそれぞれ別表第七（平成⼗九年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をさ
れた減価償却資産の償却率表）に定めるところによる。



２ 法⼈の事業年度が⼀年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、
減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐⽤年数に対応する別
表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の⽉数を乗じてこれを⼗⼆で除
したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐⽤
年数に⼗⼆を乗じてこれを当該事業年度の⽉数で除して得た耐⽤年数に対応する
同表に定める旧定率法の償却率による。
３ 前項の⽉数は、暦に従つて計算し、⼀⽉に満たない端数を⽣じたときは、これ

を⼀⽉とする。

（定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率）
第五条 平成⼗九年四⽉⼀⽇以後に取得をされた減価償却資産の耐⽤年数に応じた

償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め
る表に定めるところによる。
⼀ 定額法（所得税法施⾏令第百⼆⼗条の⼆第⼀項第⼀号イ（１）（減価償却資

産の償却の⽅法）⼜は法⼈税法施⾏令第四⼗⼋条の⼆第⼀項第⼀号イ（１）
（減価償却資産の償却の⽅法）に規定する定額法をいう。次項において同
じ。）の償却率 別表第⼋（平成⼗九年四⽉⼀⽇以後に取得をされた減価償却
資産の定額法の償却率表）
⼆ 定率法（所得税法施⾏令第百⼆⼗条の⼆第⼀項第⼀号イ（２）⼜は法⼈税法

施⾏令第四⼗⼋条の⼆第⼀項第⼀号イ（２）に規定する定率法をいう。次項及
び第四項において同じ。）の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産
の区分に応じそれぞれ次に定める表
イ 平成⼆⼗四年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をされた減価償却資産 別表第九

（平成⼗九年四⽉⼀⽇から平成⼆⼗四年三⽉三⼗⼀⽇までの間に取得をされ
た減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表）

ロ 平成⼆⼗四年四⽉⼀⽇以後に取得をされた減価償却資産 別表第⼗（平成
⼆⼗四年四⽉⼀⽇以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定
償却率及び保証率の表）

２ 法⼈の事業年度が⼀年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、
減価償却資産の定額法の償却率⼜は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐⽤
年数に対応する別表第⼋に定める定額法の償却率⼜は別表第九若しくは別表第⼗
に定める定率法の償却率に当該事業年度の⽉数を乗じてこれを⼗⼆で除したもの
による。
３ 法⼈の前項の事業年度（この項の規定の適⽤を受けた事業年度を除く。以下こ

の項において「適⽤年度」という。）終了の⽇以後⼀年以内に開始する各事業年
度（当該適⽤年度開始の⽇から各事業年度終了の⽇までの期間が⼀年を超えない
各事業年度に限る。）における法⼈税法施⾏令第四⼗⼋条の⼆第⼀項第⼀号イ
（２）に規定する取得価額は、当該適⽤年度の同号イ（２）に規定する取得価額
とすることができる。
４ 減価償却資産の法⼈税法施⾏令第四⼗⼋条の⼆第⼀項第⼀号イ（２）に規定す

る取得価額（前項の規定の適⽤を受ける場合には、同項の規定による取得価額）
に当該減価償却資産の耐⽤年数に対応する別表第九⼜は別表第⼗に定める定率法
の償却率を乗じて計算した⾦額が同条第五項第⼀号に規定する償却保証額に満た



ない場合における第⼆項の規定の適⽤については、同項中「定率法の償却率」と
あるのは、「改定償却率」とする。
５ 第⼆項の⽉数は、暦に従つて計算し、⼀⽉に満たない端数を⽣じたときは、こ

れを⼀⽉とする。

（残存価額）
第六条 平成⼗九年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、

別表第⼗⼀（平成⼗九年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をされた減価償却資産の残存割
合表）の「種類」及び「細⽬」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減
価償却資産の所得税法施⾏令第百⼆⼗六条（減価償却資産の取得価額）⼜は法⼈
税法施⾏令第五⼗四条第⼀項（減価償却資産の取得価額）の規定による取得価額
に乗じて計算した⾦額とする。
２ 前項に規定する減価償却資産のうち⽜及び⾺の残存価額は、同項の規定にかか

わらず、同項に規定する⾦額と⼗万円とのいずれか少ない⾦額とする。

附 則 抄

１ この省令は、昭和四⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ この省令は、個⼈の昭和四⼗年分以後の所得税及び法⼈の昭和四⼗年四⽉⼀⽇
以後に終了する事業年度分の法⼈税について適⽤し、昭和三⼗九年分以前の所得
税及び法⼈の同⽇前に終了した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例に
よる。

３ 固定資産の耐⽤年数等に関する省令の⼀部を改正する省令（昭和⼆⼗七年⼤蔵
省令第⼆⼗三号）附則第三項（住宅⽤建物の耐⽤年数の特例）に規定する住宅⽤
の建物の耐⽤年数及び同令附則第四項（鉱⼭労務者⽤住宅の耐⽤年数の特例）に
規定する鉱⼭労務者の居住の⽤に供される建物の耐⽤年数については、同令附則
第三項及び第四項の規定は、なおその効⼒を有する。

４ 固定資産の耐⽤年数等に関する省令の⼀部を改正する省令（昭和三⼗六年⼤蔵
省令第⼆⼗⼀号）附則第三項（機械及び装置の耐⽤年数の特例）の表に掲げる機
械及び装置の耐⽤年数については、同項の規定は、なおその効⼒を有する。

附 則 （昭和四⼀年六⽉⼀三⽇⼤蔵省令第三七号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ この省令は、個⼈の昭和四⼗⼀年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四
⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同
じ。）の昭和四⼗⼀年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤
し、昭和四⼗年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税
については、なお従前の例による。

附 則 （昭和四三年四⽉⼆〇⽇⼤蔵省令第⼆〇号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。



２ この省令は、個⼈の昭和四⼗三年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四
⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同
じ。）の昭和四⼗三年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤
し、昭和四⼗⼆年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈
税については、なお従前の例による。

附 則 （昭和四四年四⽉⼋⽇⼤蔵省令第⼆七号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個⼈の昭和四⼗四年分以後の
所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定す
る⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和四⼗四年四⽉⼀⽇以後に開始す
る事業年度分の法⼈税について適⽤し、昭和四⼗三年分以前の所得税及び法⼈の
同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

３ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令（以下「新令」という。）別
表第六⼜は別表第七に定める耐⽤年数は、昭和四⼗四年四⽉⼀⽇以後に取得した
新令第⼆条第⼆項第⼀号⼜は第⼆号に掲げる減価償却資産について適⽤し、同⽇
前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐⽤年数については、新令第⼆
条第⼆項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表⼀⼜は附則別表⼆に定めるとこ
ろによる。

４ 前項の規定により附則別表⼀の適⽤を受ける減価償却資産につき、所得税法施
⾏規則（昭和四⼗年⼤蔵省令第⼗⼀号）第⼆⼗⼋条⼜は法⼈税法施⾏規則（昭和
四⼗年⼤蔵省令第⼗⼆号）第⼗四条の規定を適⽤する場合には、所得税法施⾏規
則第⼆⼗⼋条第三号及び法⼈税法施⾏規則第⼗四条第三号中「同令別表第六（汚
⽔処理⽤減価償却資産の耐⽤年数表）」とあるのは、「減価償却資産の耐⽤年数
等に関する省令の⼀部を改正する省令（昭和四⼗四年⼤蔵省令第⼆⼗七号）附則
別表⼀（昭和四⼗四年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得した汚⽔処理⽤減価償却資産の耐
⽤年数表）」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表⼀ 昭和四⼗四年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得した汚⽔処理⽤減価償却資産の
耐⽤年数表

種類 細⽬ 耐⽤年
数

鉄⾻鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
⼜は⽯造の構築物

槽、塔、⽔路及び
貯⽔池

⼆〇年

その他 三〇

れんが造の構築物 槽、塔、⽔路及び
貯⽔池

⼀五

その他 ⼆〇

そう

そう



コンクリート造、⾦属造⼜は⼟造の構築物 槽、塔、⽔路及び
貯⽔池

⼀〇

その他 ⼀五

⽊造⼜は合成樹脂造の構築物 槽、塔、⽔路及び
貯⽔池

七

その他 九

機械及び装置  七

附則別表⼆ 昭和四⼗四年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得したばい煙処理⽤減価償却資産
の耐⽤年数表

種類 細⽬ 耐⽤
年数

構築物 槽、塔、⽔路及び貯⽔池  

鉄⾻鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造⼜は⽯
造のもの

⼆〇
年

れんが造のもの ⼀五

コンクリート造⼜は⾦属造
のもの

⼀〇

煙突（⾼さが七⼗メートル
以上のものに限る。）

 

鉄筋コンクリート造のもの ⼆〇

⾦属造のもの 七

機械及び装置（⾦属製のもので、機械及
び装置と⼀体と認められる排気管及び放
出筒を含む。）

 七

附 則 （昭和四五年四⽉三〇⽇⼤蔵省令第三三号）

１ この省令は、昭和四⼗五年五⽉⼀⽇から施⾏する。

２ この省令は、個⼈の昭和四⼗五年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四
⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同
じ。）の昭和四⼗五年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤

そう

そう

そう



し、昭和四⼗四年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈
税については、なお従前の例による。

附 則 （昭和四六年四⽉⼀⼆⽇⼤蔵省令第⼆三号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和四⼗六
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和四⼗六年四⽉⼀⽇以
後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、昭和四⼗五年分以前の所得税
及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例によ
る。

附 則 （昭和四七年六⽉六⽇⼤蔵省令第五⼆号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和四⼗七
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の昭和四⼗
七年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和四
⼗六年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税について
は、なお従前の例による。

附 則 （昭和四七年⼋⽉⼆六⽇⼤蔵省令第六九号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和四⼗七
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の昭和四⼗
七年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和四
⼗六年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税について
は、なお従前の例による。

附 則 （昭和四⼋年五⽉⼆九⽇⼤蔵省令第三⼆号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和四⼗⼋
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の昭和四⼗
⼋年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和四
⼗七年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税について
は、なお従前の例による。

附 則 （昭和四九年四⽉⼀⼋⽇⼤蔵省令第三五号）



１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和四⼗九
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の昭和四⼗
九年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和四
⼗⼋年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税について
は、なお従前の例による。

附 則 （昭和五〇年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第⼀⼆号）

１ この省令は、昭和五⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和五⼗年
分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号
に規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の昭和五⼗年
四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和四⼗九
年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、
なお従前の例による。

附 則 （昭和五⼆年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第九号）

１ この省令は、昭和五⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令
（以下「新令」という。）の規定は、個⼈の昭和五⼗⼆年分以後の所得税及び法
⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない
社団等を含む。以下同じ。）の昭和五⼗⼆年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分
の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和五⼗⼀年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前
に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

３ 新令別表第⼀船舶の部及び航空機の部並びに別表第五（適⽤年度に係る部分の
規定を除く。）の規定は、昭和五⼗⼆年四⽉⼀⽇以後に事業の⽤に供するこれら
の規定に掲げる減価償却資産について適⽤し、同⽇前に事業の⽤に供した当該減
価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 （昭和五三年五⽉⼆四⽇⼤蔵省令第三七号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和五⼗三
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和五⼗三年四⽉⼀⽇以
後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和五⼗⼆年分以前の
所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の
例による。

附 則 （昭和五四年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第⼀六号）



１ この省令は、昭和五⼗四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関す
る省令（以下「新令」という。）の規定は、個⼈の昭和五⼗四年分以後の所得税
及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格
のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和五⼗四年四⽉⼀⽇以後に開始する事業
年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和五⼗三年分以前の所得税及び法⼈の
同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

３ 新令別表第⼀船舶の部及び別表第五（適⽤年度に係る部分の規定を除く。）の
規定は、昭和五⼗四年四⽉⼀⽇以後に事業の⽤に供するこれらの規定に掲げる減
価償却資産について適⽤し、同⽇前に事業の⽤に供した当該減価償却資産につい
ては、なお従前の例による。

附 則 （昭和五六年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第⼀四号）

１ この省令は、昭和五⼗六年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和五⼗六
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和五⼗六年四⽉⼀⽇以
後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和五⼗五年分以前の
所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の
例による。

附 則 （昭和五⼋年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第⼀九号）

この省令は、昭和五⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （昭和六〇年三⽉三〇⽇⼤蔵省令第⼀五号）

１ この省令は、昭和六⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関す
る省令の規定は、個⼈の昭和六⼗年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四
⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同
じ。）の昭和六⼗年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤
し、個⼈の昭和五⼗九年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分
の法⼈税については、なお従前の例による。

附 則 （昭和六⼆年九⽉⼆九⽇⼤蔵省令第五〇号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令別表第⼆の規定は、個⼈の昭
和六⼗三年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第
⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和六⼗⼆年⼗
⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和六⼗⼆年



分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、な
お従前の例による。

附 則 （昭和六三年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第⼀六号）

１ この省令は、昭和六⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の昭和六⼗三
年分以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋
号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の昭和六⼗三年四⽉⼀⽇以
後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和六⼗⼆年分以前の
所得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の
例による。

附 則 （平成元年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第四⼆号）

１ この省令は、平成元年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の平成元年分
（昭和六⼗四年⼀⽉⼀⽇から平成元年⼗⼆⽉三⼗⼀⽇までの期間に係る年分をい
う。）以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第
⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の平成元年四⽉⼀⽇以後
に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の昭和六⼗三年分以前の所
得税及び法⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例
による。

附 則 （平成⼆年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第⼀七号）

１ この省令は、平成⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関す
る省令（以下「新令」という。）の規定は、個⼈の平成⼆年分以後の所得税及び
法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のな
い社団等を含む。以下同じ。）のこの省令の施⾏の⽇（以下「施⾏⽇」とい
う。）以後に開始する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の平成元年分
（昭和六⼗四年⼀⽉⼀⽇から平成元年⼗⼆⽉三⼗⼀⽇までの期間に係る年分をい
う。）以前の所得税及び法⼈の施⾏⽇前に開始した事業年度分の法⼈税について
は、なお従前の例による。

３ 新令別表第⼀建物の部の規定は、法⼈にあっては、施⾏⽇以後に終了する事業
年度分の法⼈税について適⽤し、施⾏⽇前に終了した事業年度分の法⼈税につい
ては、なお従前の例による。

４ 新令別表第⼀航空機の部の規定は、施⾏⽇以後に事業の⽤に供する同部の規定
に掲げる減価償却資産について適⽤し、施⾏⽇前に事業の⽤に供した当該減価償
却資産については、なお従前の例による。

附 則 （平成三年三⽉三〇⽇⼤蔵省令第⼀⼋号）



１ この省令は、平成三年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令別表第⼀⾞両及び運搬具の部
及び別表第五（適⽤年度に係る部分の規定を除く。）の規定は、平成三年四⽉⼀
⽇以後に事業の⽤に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適⽤し、
同⽇前に事業の⽤に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則 （平成五年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第四⼋号）

１ この省令は、平成五年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の平成五年分
以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に
規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の平成五年四⽉⼀⽇以後に開始
する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の平成四年分以前の所得税及び法
⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

附 則 （平成六年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第四⼆号）

１ この省令は、平成六年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の平成六年分
以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に
規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の平成六年四⽉⼀⽇以後に開始
する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の平成五年分以前の所得税及び法
⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

附 則 （平成七年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第三四号）

１ この省令は、平成七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の平成七年分
以後の所得税及び法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に
規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）の平成七年四⽉⼀⽇以後に開始
する事業年度分の法⼈税について適⽤し、個⼈の平成六年分以前の所得税及び法
⼈の同⽇前に開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

附 則 （平成⼀〇年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第五〇号）

１ この省令は、平成⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省
令（以下「新規則」という。）の規定は、個⼈の平成⼗年分以後の所得税及び法
⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない
社団等を含む。以下同じ。）の平成⼗年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分の法
⼈税について適⽤し、個⼈の平成九年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に開始し
た事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

３ 新規則別表第三の規定は、法⼈にあっては、平成⼗年四⽉⼀⽇以後に終了する
事業年度分の法⼈税について適⽤し、同⽇前に終了した事業年度分の法⼈税につ



いては、なお従前の例による。

附 則 （平成⼀〇年⼀⼆⽉⼆四⽇⼤蔵省令第⼀七五号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、この省令の施⾏の
⽇以後に事業の⽤に供する減価償却資産について適⽤する。

附 則 （平成⼀⼆年三⽉三⼀⽇⼤蔵省令第三五号）

１ この省令は、平成⼗⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、この省令の施⾏の
⽇以後に事業の⽤に供する減価償却資産について適⽤する。

附 則 （平成⼀三年三⽉三〇⽇財務省令第三四号）

１ この省令は、平成⼗三年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、第⼀条の改正規定
は、同年三⽉三⼗⼀⽇から施⾏する。

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省
令（以下「新規則」という。）の規定は、個⼈の平成⼗三年分以後の所得税及び
法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のな
い社団等を含む。以下同じ。）の平成⼗三年四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度分
の法⼈税について適⽤し、個⼈の平成⼗⼆年分以前の所得税及び法⼈の同⽇前に
開始した事業年度分の法⼈税については、なお従前の例による。

３ 新規則第三条の規定は、法⼈にあっては、平成⼗三年四⽉⼀⽇以後に分社型分
割（法⼈税法第⼆条第⼗⼆号の⼗に規定する分社型分割をいう。）、現物出資⼜
は事後設⽴（同条第⼗⼆号の六に規定する事後設⽴をいう。以下同じ。）が⾏わ
れる場合における法⼈の各事業年度の所得に対する法⼈税について適⽤し、同⽇
前に現物出資⼜は事後設⽴が⾏われた場合における法⼈の各事業年度の所得に対
する法⼈税については、なお従前の例による。

附 則 （平成⼀五年三⽉三⼀⽇財務省令第三⼋号）

１ この省令は、平成⼗五年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令（以下「新規則」という。）
の規定は、法⼈（所得税法等の⼀部を改正する法律（平成⼗五年法律第⼋号）第
⼆条の規定による改正後の法⼈税法（附則第五項において「新法⼈税法」とい
う。）第⼆条第⼋号に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）にあって
は、別段の定めがあるものを除き、この省令の施⾏の⽇（以下「施⾏⽇」とい
う。）以後に開始する事業年度の所得に対する法⼈税、連結法⼈（同条第⼗⼆号
の七の四に規定する連結法⼈をいう。以下この項において同じ。）の施⾏⽇以後
に開始する連結事業年度の連結所得に対する法⼈税及び特定信託（同条第⼆⼗九
号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。）の受託者である
法⼈の施⾏⽇以後に開始する計算期間の所得に対する法⼈税について適⽤し、法



⼈の施⾏⽇前に開始した事業年度の所得に対する法⼈税、連結法⼈の施⾏⽇前に
開始した連結事業年度の連結所得に対する法⼈税及び特定信託の受託者である法
⼈の施⾏⽇前に開始した計算期間の所得に対する法⼈税については、なお従前の
例による。

３ 新規則第⼀条第三項の規定は、法⼈にあっては、同条第⼆項第⼀号、第三号⼜
は第四号の認定を受けようとして施⾏⽇以後にする申請について適⽤し、当該認
定を受けようとして施⾏⽇前にした申請については、なお従前の例による。

４ 新規則第三条第⼀項の規定は、法⼈にあっては、施⾏⽇以後にする同項に規定
する引継ぎについて適⽤し、施⾏⽇前にした同項に規定する引継ぎについては、
なお従前の例による。

５ 新規則第三条第⼆項の規定は、法⼈にあっては、施⾏⽇以後に⾏う新法⼈税法
第⼆条第⼗⼆号の⼋に規定する適格合併⼜は同条第⼗⼆号の⼗⼀に規定する適格
分割について適⽤し、施⾏⽇前に⾏った同条第⼗⼆号の⼋に規定する適格合併⼜
は同条第⼗⼆号の⼗⼀に規定する適格分割については、なお従前の例による。

附 則 （平成⼀六年三⽉三⼀⽇財務省令第三三号）

１ この省令は、平成⼗六年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の平成⼗六年
分以後の所得税、法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に
規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）のこの省令の施
⾏の⽇以後に開始する事業年度の所得に対する法⼈税、連結法⼈（同条第⼗⼆号
の七の四に規定する連結法⼈をいう。以下この項において同じ。）の同⽇以後に
開始する連結事業年度の連結所得に対する法⼈税及び特定信託（同条第⼆⼗九号
の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。）の受託者である法
⼈の同⽇以後に開始する計算期間の所得に対する法⼈税について適⽤し、個⼈の
平成⼗五年分以前の所得税、法⼈の同⽇前に開始した事業年度の所得に対する法
⼈税、連結法⼈の同⽇前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法⼈税及び
特定信託の受託者である法⼈の同⽇前に開始した計算期間の所得に対する法⼈税
については、なお従前の例による。

附 則 （平成⼀七年五⽉三⼀⽇財務省令第五三号）

この省令は、平成⼗七年六⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼀九年三⽉三〇⽇財務省令第⼆⼀号）

１ この省令は、平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省
令（以下「新規則」という。）の規定は、この省令の施⾏の⽇（以下「施⾏⽇」
という。）以後に取得をする減価償却資産について適⽤する。

３ 法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号に規定する⼈格の
ない社団等を含む。以下同じ。）が施⾏⽇前に取得をし、かつ、施⾏⽇以後に事



業の⽤に供した減価償却資産については、当該事業の⽤に供した⽇において当該
減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適⽤する。

４ 新規則別表第⼆の規定は、個⼈の平成⼆⼗年分以後の所得税、法⼈の施⾏⽇以
後に開始する事業年度の所得に対する法⼈税、連結法⼈（法⼈税法第⼆条第⼗⼆
号の七の四に規定する連結法⼈をいう。以下同じ。）の施⾏⽇以後に開始する連
結事業年度の連結所得に対する法⼈税及び特定信託（同条第⼆⼗九号の三に規定
する特定信託をいう。以下同じ。）の受託者である法⼈の施⾏⽇以後に開始する
計算期間の所得に対する法⼈税について適⽤し、個⼈の平成⼗九年分以前の所得
税、法⼈の施⾏⽇前に開始した事業年度の所得に対する法⼈税、連結法⼈の施⾏
⽇前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法⼈税及び特定信託の受託者で
ある法⼈の施⾏⽇前に開始した計算期間の所得に対する法⼈税については、なお
従前の例による。

附 則 （平成⼆〇年四⽉三〇⽇財務省令第三⼆号）

１ この省令は、公布の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の規定は、個⼈の平成⼆⼗⼀
年分以後の所得税、法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号
に規定する⼈格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の平成⼆⼗年
四⽉⼀⽇以後に開始する事業年度の所得に対する法⼈税及び連結法⼈（同条第⼗
⼆号の七の四に規定する連結法⼈をいう。以下この項において同じ。）の同⽇以
後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法⼈税について適⽤し、個⼈の平
成⼆⼗年分以前の所得税、法⼈の同⽇前に開始した事業年度の所得に対する法⼈
税及び連結法⼈の同⽇前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法⼈税につ
いては、なお従前の例による。

附 則 （平成⼆⼆年三⽉三⼀⽇財務省令第⼆〇号）

１ この省令は、平成⼆⼗⼆年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令第三条第⼀項及び第⼆項（中
古資産の耐⽤年数等）の規定は、この省令の施⾏の⽇以後に⾏われる所得税法等
の⼀部を改正する法律（平成⼆⼗⼆年法律第六号。以下「改正法」という。）第
⼆条の規定による改正後の法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼗⼆
号の⼗⼆⼜は第⼗⼆号の⼗五（定義）に規定する適格分割型分割⼜は適格現物分
配について適⽤し、同⽇前に⾏われた改正法第⼆条の規定による改正前の法⼈税
法第⼆条第⼗⼆号の⼗⼆⼜は第⼗⼆号の⼗五（定義）に規定する適格分割型分割
⼜は適格事後設⽴については、なお従前の例による。

附 則 （平成⼆三年⼀⼀⽉⼆⼋⽇財務省令第⼋⼀号）

この省令は、⺠間資⾦等の活⽤による公共施設等の整備等の促進に関する法律の
⼀部を改正する法律（平成⼆⼗三年法律第五⼗七号）の施⾏の⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼆四年⼀⽉⼆五⽇財務省令第⼀〇号）



１ この省令は、平成⼆⼗四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 所得税法施⾏令の⼀部を改正する政令（平成⼆⼗三年政令第三百七⼗⼋号。以
下「所得税改正政令」という。）附則第⼆条第三項（減価償却資産の償却の⽅法
等に関する経過措置）⼜は法⼈税法施⾏令の⼀部を改正する政令（平成⼆⼗三年
政令第三百七⼗九号。以下「法⼈税改正政令」という。）附則第三条第三項（減
価償却資産の償却の⽅法等に関する経過措置）の規定の適⽤を受ける減価償却資
産の耐⽤年数は、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令第⼀条から第
三条まで（減価償却資産の耐⽤年数等）の規定にかかわらず、これらの規定によ
る耐⽤年数から当該耐⽤年数及び未償却割合（第⼀号に掲げる⾦額のうちに第⼆
号に掲げる⾦額の占める割合をいう。）に対応する附則別表（経過年数表）に定
める経過年数を控除した年数（租税特別措置法等の⼀部を改正する法律（平成⼆
⼗四年法律第⼗六号）第⼀条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和三⼗⼆
年法律第⼆⼗六号）第四⼗⼆条の五第⼀項（エネルギー環境負荷低減推進設備等
を取得した場合の特別償却）その他の減価償却資産に関する特例を定めている規
定の適⽤を受けた減価償却資産にあっては、これと同様の合理的な⽅法により算
出された年数を含む。）とする。
⼀ 所得税改正政令による改正後の所得税法施⾏令（以下「新所得税法施⾏令」

という。）第百⼆⼗六条第⼀項（減価償却資産の取得価額）⼜は法⼈税改正政
令による改正後の法⼈税法施⾏令（以下「新法⼈税法施⾏令」という。）第五
⼗四条第⼀項（減価償却資産の取得価額）の規定による取得価額
⼆ 前号に掲げる⾦額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める⾦額を控除

した⾦額
イ 個⼈ 所得税改正政令附則第⼆条第三項の届出書に記載した同項第⼆号に

掲げる年分の前年分以前の各年分の新所得税法施⾏令第百⼆⼗条第⼀項（減
価償却資産の償却の⽅法）に規定する償却費として当該各年分の不動産所得
の⾦額、事業所得の⾦額、⼭林所得の⾦額⼜は雑所得の⾦額の計算上必要経
費に算⼊された⾦額の累積額

ロ 法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第⼋号（定義）に規
定する⼈格のない社団等を含む。） 法⼈税改正政令附則第三条第三項の届
出書に記載した同項第⼆号に規定する事業年度（ロにおいて「変更事業年
度」という。）の前事業年度⼜は前連結事業年度（所得税法等の⼀部を改正
する法律（令和⼆年法律第⼋号）第三条の規定による改正前の法⼈税法（ロ
において「旧法⼈税法」という。）第⼗五条の⼆第⼀項（連結事業年度の意
義）に規定する連結事業年度をいう。ロにおいて同じ。）までの各事業年度
⼜は各連結事業年度においてした償却の額（当該前事業年度⼜は前連結事業
年度までの各事業年度⼜は各連結事業年度において新法⼈税法施⾏令第四⼗
⼋条第五項第三号（減価償却資産の償却の⽅法）に規定する評価換え等が⾏
われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額さ
れた⾦額を含むものとし、各事業年度の所得の⾦額⼜は各連結事業年度の連
結所得（旧法⼈税法第⼆条第⼗⼋号の四（定義）に規定する連結所得をい
う。）の⾦額の計算上損⾦の額に算⼊されたものに限る。）の累積額（当該
変更事業年度において新法⼈税法施⾏令第四⼗⼋条第五項第四号に規定する



期中評価換え等が⾏われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、
その帳簿価額が減額された⾦額を含む。）

３ 所得税改正政令附則第⼆条第三項⼜は法⼈税改正政令附則第三条第三項の規定
の適⽤を受ける減価償却資産については、当該減価償却資産の新所得税法施⾏令
第百⼆⼗条の⼆第⼆項第⼀号（減価償却資産の償却の⽅法）⼜は新法⼈税法施⾏
令第四⼗⼋条の⼆第五項第⼀号（減価償却資産の償却の⽅法）に規定する取得価
額には、前項第⼆号イ⼜はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ⼜はロに定める
⾦額を含まないものとする。

附則別表 経過年数表（附則第⼆項関係）
（⼀）

耐⽤年数 未償却割合 経過年数

 以上 未満  

年   年

３ ０.０００ １.０００ １

    

４ ０.３７５ １.０００ １

４ ０.０００ ０.３７５ ２

    

５ ０.５００ １.０００ １

５ ０.２５０ ０.５００ ２

５ ０.０００ ０.２５０ ３

    

６ ０.５８３ １.０００ １

６ ０.３４０ ０.５８３ ２

６ ０.１９８ ０.３４０ ３

６ ０.０００ ０.１９８ ４

    

７ ０.６４３ １.０００ １

７ ０.４１３ ０.６４３ ２



７ ０.２６６ ０.４１３ ３

７ ０.１７１ ０.２６６ ４

７ ０.０００ ０.１７１ ５

    

８ ０.６８７ １.０００ １

８ ０.４７２ ０.６８７ ２

８ ０.３２４ ０.４７２ ３

８ ０.２２３ ０.３２４ ４

８ ０.１５３ ０.２２３ ５

８ ０.０００ ０.１５３ ６

    

９ ０.７２２ １.０００ １

９ ０.５２１ ０.７２２ ２

９ ０.３７６ ０.５２１ ３

９ ０.２７２ ０.３７６ ４

９ ０.１９６ ０.２７２ ５

９ ０.０００ ０.１９６ ６

    

１０ ０.７５０ １.０００ １

１０ ０.５６３ ０.７５０ ２

１０ ０.４２２ ０.５６３ ３

１０ ０.３１６ ０.４２２ ４

１０ ０.２３７ ０.３１６ ５

１０ ０.０００ ０.２３７ ６

    



１１ ０.７７３ １.０００ １

１１ ０.５９８ ０.７７３ ２

１１ ０.４６２ ０.５９８ ３

１１ ０.３５７ ０.４６２ ４

１１ ０.２７６ ０.３５７ ５

１１ ０.０００ ０.２７６ ６

    

１２ ０.７９２ １.０００ １

１２ ０.６２７ ０.７９２ ２

１２ ０.４９７ ０.６２７ ３

１２ ０.３９３ ０.４９７ ４

１２ ０.３１２ ０.３９３ ５

１２ ０.０００ ０.３１２ ６

    

１３ ０.８０８ １.０００ １

１３ ０.６５３ ０.８０８ ２

１３ ０.５２８ ０.６５３ ３

１３ ０.４２６ ０.５２８ ４

１３ ０.３４４ ０.４２６ ５

１３ ０.０００ ０.３４４ ６

    

１４ ０.８２１ １.０００ １

１４ ０.６７４ ０.８２１ ２

１４ ０.５５３ ０.６７４ ３

１４ ０.４５４ ０.５５３ ４



１４ ０.３７３ ０.４５４ ５

１４ ０.０００ ０.３７３ ６

    

１５ ０.８３３ １.０００ １

１５ ０.６９４ ０.８３３ ２

１５ ０.５７８ ０.６９４ ３

１５ ０.４８１ ０.５７８ ４

１５ ０.４０１ ０.４８１ ５

１５ ０.０００ ０.４０１ ６

    

１６ ０.８４４ １.０００ １

１６ ０.７１２ ０.８４４ ２

１６ ０.６０１ ０.７１２ ３

１６ ０.５０７ ０.６０１ ４

１６ ０.４２８ ０.５０７ ５

１６ ０.０００ ０.４２８ ６

    

１７ ０.８５３ １.０００ １

１７ ０.７２８ ０.８５３ ２

１７ ０.６２１ ０.７２８ ３

１７ ０.５２９ ０.６２１ ４

１７ ０.４５２ ０.５２９ ５

１７ ０.０００ ０.４５２ ６

    

１８ ０.８６１ １.０００ １



１８ ０.７４１ ０.８６１ ２

１８ ０.６３８ ０.７４１ ３

１８ ０.５５０ ０.６３８ ４

１８ ０.４７３ ０.５５０ ５

１８ ０.０００ ０.４７３ ６

    

１９ ０.８６８ １.０００ １

１９ ０.７５３ ０.８６８ ２

１９ ０.６５４ ０.７５３ ３

１９ ０.５６８ ０.６５４ ４

１９ ０.４９３ ０.５６８ ５

１９ ０.０００ ０.４９３ ６

    

２０ ０.８７５ １.０００ １

２０ ０.７６６ ０.８７５ ２

２０ ０.６７０ ０.７６６ ３

２０ ０.５８６ ０.６７０ ４

２０ ０.５１３ ０.５８６ ５

２０ ０.０００ ０.５１３ ６

（⼆）

耐⽤年数 未償却割合 経過年数

 以上 未満  

年   年

２１ ０.８８１ １.０００ １

２１ ０.７７６ ０.８８１ ２



２１ ０.６８４ ０.７７６ ３

２１ ０.６０２ ０.６８４ ４

２１ ０.５３１ ０.６０２ ５

２１ ０.０００ ０.５３１ ６

    

２２ ０.８８６ １.０００ １

２２ ０.７８５ ０.８８６ ２

２２ ０.６９６ ０.７８５ ３

２２ ０.６１６ ０.６９６ ４

２２ ０.５４６ ０.６１６ ５

２２ ０.０００ ０.５４６ ６

    

２３ ０.８９１ １.０００ １

２３ ０.７９４ ０.８９１ ２

２３ ０.７０７ ０.７９４ ３

２３ ０.６３０ ０.７０７ ４

２３ ０.５６２ ０.６３０ ５

２３ ０.０００ ０.５６２ ６

    

２４ ０.８９６ １.０００ １

２４ ０.８０３ ０.８９６ ２

２４ ０.７１９ ０.８０３ ３

２４ ０.６４５ ０.７１９ ４

２４ ０.５７７ ０.６４５ ５

２４ ０.０００ ０.５７７ ６



    

２５ ０.９００ １.０００ １

２５ ０.８１０ ０.９００ ２

２５ ０.７２９ ０.８１０ ３

２５ ０.６５６ ０.７２９ ４

２５ ０.５９０ ０.６５６ ５

２５ ０.０００ ０.５９０ ６

    

２６ ０.９０４ １.０００ １

２６ ０.８１７ ０.９０４ ２

２６ ０.７３９ ０.８１７ ３

２６ ０.６６８ ０.７３９ ４

２６ ０.６０４ ０.６６８ ５

２６ ０.０００ ０.６０４ ６

    

２７ ０.９０７ １.０００ １

２７ ０.８２３ ０.９０７ ２

２７ ０.７４６ ０.８２３ ３

２７ ０.６７７ ０.７４６ ４

２７ ０.６１４ ０.６７７ ５

２７ ０.０００ ０.６１４ ６

    

２８ ０.９１１ １.０００ １

２８ ０.８３０ ０.９１１ ２

２８ ０.７５６ ０.８３０ ３



２８ ０.６８９ ０.７５６ ４

２８ ０.６２７ ０.６８９ ５

２８ ０.０００ ０.６２７ ６

    

２９ ０.９１４ １.０００ １

２９ ０.８３５ ０.９１４ ２

２９ ０.７６４ ０.８３５ ３

２９ ０.６９８ ０.７６４ ４

２９ ０.６３８ ０.６９８ ５

２９ ０.０００ ０.６３８ ６

    

３０ ０.９１７ １.０００ １

３０ ０.８４１ ０.９１７ ２

３０ ０.７７１ ０.８４１ ３

３０ ０.７０７ ０.７７１ ４

３０ ０.６４８ ０.７０７ ５

３０ ０.０００ ０.６４８ ６

    

３１ ０.９１９ １.０００ １

３１ ０.８４５ ０.９１９ ２

３１ ０.７７６ ０.８４５ ３

３１ ０.７１３ ０.７７６ ４

３１ ０.６５６ ０.７１３ ５

３１ ０.０００ ０.６５６ ６

    



３２ ０.９２２ １.０００ １

３２ ０.８５０ ０.９２２ ２

３２ ０.７８４ ０.８５０ ３

３２ ０.７２３ ０.７８４ ４

３２ ０.６６６ ０.７２３ ５

３２ ０.０００ ０.６６６ ６

    

３３ ０.９２４ １.０００ １

３３ ０.８５４ ０.９２４ ２

３３ ０.７８９ ０.８５４ ３

３３ ０.７２９ ０.７８９ ４

３３ ０.６７４ ０.７２９ ５

３３ ０.０００ ０.６７４ ６

    

３４ ０.９２６ １.０００ １

３４ ０.８５７ ０.９２６ ２

３４ ０.７９４ ０.８５７ ３

３４ ０.７３５ ０.７９４ ４

３４ ０.６８１ ０.７３５ ５

３４ ０.０００ ０.６８１ ６

    

３５ ０.９２９ １.０００ １

３５ ０.８６３ ０.９２９ ２

３５ ０.８０２ ０.８６３ ３

３５ ０.７４５ ０.８０２ ４



３５ ０.６９２ ０.７４５ ５

３５ ０.０００ ０.６９２ ６

    

３６ ０.９３１ １.０００ １

３６ ０.８６７ ０.９３１ ２

３６ ０.８０７ ０.８６７ ３

３６ ０.７５１ ０.８０７ ４

３６ ０.６９９ ０.７５１ ５

３６ ０.０００ ０.６９９ ６

    

３７ ０.９３２ １.０００ １

３７ ０.８６９ ０.９３２ ２

３７ ０.８１０ ０.８６９ ３

３７ ０.７５５ ０.８１０ ４

３７ ０.７０３ ０.７５５ ５

３７ ０.０００ ０.７０３ ６

    

３８ ０.９３４ １.０００ １

３８ ０.８７２ ０.９３４ ２

３８ ０.８１５ ０.８７２ ３

３８ ０.７６１ ０.８１５ ４

３８ ０.７１１ ０.７６１ ５

３８ ０.０００ ０.７１１ ６

（三）

耐⽤年数 未償却割合 経過年数



 以上 未満  

年   年

３９ ０.９３６ １.０００ １

３９ ０.８７６ ０.９３６ ２

３９ ０.８２０ ０.８７６ ３

３９ ０.７６８ ０.８２０ ４

３９ ０.７１８ ０.７６８ ５

３９ ０.０００ ０.７１８ ６

    

４０ ０.９３７ １.０００ １

４０ ０.８７８ ０.９３７ ２

４０ ０.８２３ ０.８７８ ３

４０ ０.７７１ ０.８２３ ４

４０ ０.７２２ ０.７７１ ５

４０ ０.０００ ０.７２２ ６

    

４１ ０.９３９ １.０００ １

４１ ０.８８２ ０.９３９ ２

４１ ０.８２８ ０.８８２ ３

４１ ０.７７７ ０.８２８ ４

４１ ０.７３０ ０.７７７ ５

４１ ０.０００ ０.７３０ ６

    

４２ ０.９４０ １.０００ １

４２ ０.８８４ ０.９４０ ２



４２ ０.８３１ ０.８８４ ３

４２ ０.７８１ ０.８３１ ４

４２ ０.７３４ ０.７８１ ５

４２ ０.０００ ０.７３４ ６

    

４３ ０.９４２ １.０００ １

４３ ０.８８７ ０.９４２ ２

４３ ０.８３６ ０.８８７ ３

４３ ０.７８７ ０.８３６ ４

４３ ０.７４２ ０.７８７ ５

４３ ０.０００ ０.７４２ ６

    

４４ ０.９４３ １.０００ １

４４ ０.８８９ ０.９４３ ２

４４ ０.８３９ ０.８８９ ３

４４ ０.７９１ ０.８３９ ４

４４ ０.７４６ ０.７９１ ５

４４ ０.０００ ０.７４６ ６

    

４５ ０.９４４ １.０００ １

４５ ０.８９１ ０.９４４ ２

４５ ０.８４１ ０.８９１ ３

４５ ０.７９４ ０.８４１ ４

４５ ０.７５０ ０.７９４ ５

４５ ０.０００ ０.７５０ ６



    

４６ ０.９４６ １.０００ １

４６ ０.８９５ ０.９４６ ２

４６ ０.８４７ ０.８９５ ３

４６ ０.８０１ ０.８４７ ４

４６ ０.７５８ ０.８０１ ５

４６ ０.０００ ０.７５８ ６

    

４７ ０.９４７ １.０００ １

４７ ０.８９７ ０.９４７ ２

４７ ０.８４９ ０.８９７ ３

４７ ０.８０４ ０.８４９ ４

４７ ０.７６２ ０.８０４ ５

４７ ０.０００ ０.７６２ ６

    

４８ ０.９４８ １.０００ １

４８ ０.８９９ ０.９４８ ２

４８ ０.８５２ ０.８９９ ３

４８ ０.８０８ ０.８５２ ４

４８ ０.７６６ ０.８０８ ５

４８ ０.０００ ０.７６６ ６

    

４９ ０.９４９ １.０００ １

４９ ０.９０１ ０.９４９ ２

４９ ０.８５５ ０.９０１ ３



４９ ０.８１１ ０.８５５ ４

４９ ０.７７０ ０.８１１ ５

４９ ０.０００ ０.７７０ ６

    

５０ ０.９５０ １.０００ １

５０ ０.９０３ ０.９５０ ２

５０ ０.８５７ ０.９０３ ３

５０ ０.８１５ ０.８５７ ４

５０ ０.７７４ ０.８１５ ５

５０ ０.０００ ０.７７４ ６

    

５１ ０.９５１ １.０００ １

５１ ０.９０４ ０.９５１ ２

５１ ０.８６０ ０.９０４ ３

５１ ０.８１８ ０.８６０ ４

５１ ０.７７８ ０.８１８ ５

５１ ０.０００ ０.７７８ ６

    

５２ ０.９５２ １.０００ １

５２ ０.９０６ ０.９５２ ２

５２ ０.８６３ ０.９０６ ３

５２ ０.８２１ ０.８６３ ４

５２ ０.７８２ ０.８２１ ５

５２ ０.０００ ０.７８２ ６

    



５３ ０.９５３ １.０００ １

５３ ０.９０８ ０.９５３ ２

５３ ０.８６６ ０.９０８ ３

５３ ０.８２５ ０.８６６ ４

５３ ０.７８６ ０.８２５ ５

５３ ０.０００ ０.７８６ ６

    

５４ ０.９５４ １.０００ １

５４ ０.９１０ ０.９５４ ２

５４ ０.８６８ ０.９１０ ３

５４ ０.８２８ ０.８６８ ４

５４ ０.７９０ ０.８２８ ５

５４ ０.０００ ０.７９０ ６

    

５５ ０.９５５ １.０００ １

５５ ０.９１２ ０.９５５ ２

５５ ０.８７１ ０.９１２ ３

５５ ０.８３２ ０.８７１ ４

５５ ０.７９４ ０.８３２ ５

５５ ０.０００ ０.７９４ ６

    

５６ ０.９５５ １.０００ １

５６ ０.９１２ ０.９５５ ２

５６ ０.８７１ ０.９１２ ３

５６ ０.８３２ ０.８７１ ４



５６ ０.７９４ ０.８３２ ５

５６ ０.０００ ０.７９４ ６

（四）

耐⽤年数 未償却割合 経過年数

 以上 未満  

年   年

５７ ０.９５６ １.０００ １

５７ ０.９１４ ０.９５６ ２

５７ ０.８７４ ０.９１４ ３

５７ ０.８３５ ０.８７４ ４

５７ ０.７９９ ０.８３５ ５

５７ ０.０００ ０.７９９ ６

    

５８ ０.９５７ １.０００ １

５８ ０.９１６ ０.９５７ ２

５８ ０.８７６ ０.９１６ ３

５８ ０.８３９ ０.８７６ ４

５８ ０.８０３ ０.８３９ ５

５８ ０.０００ ０.８０３ ６

    

５９ ０.９５８ １.０００ １

５９ ０.９１８ ０.９５８ ２

５９ ０.８７９ ０.９１８ ３

５９ ０.８４２ ０.８７９ ４

５９ ０.８０７ ０.８４２ ５



５９ ０.０００ ０.８０７ ６

    

６０ ０.９５８ １.０００ １

６０ ０.９１８ ０.９５８ ２

６０ ０.８７９ ０.９１８ ３

６０ ０.８４２ ０.８７９ ４

６０ ０.８０７ ０.８４２ ５

６０ ０.０００ ０.８０７ ６

    

６１ ０.９５９ １.０００ １

６１ ０.９２０ ０.９５９ ２

６１ ０.８８２ ０.９２０ ３

６１ ０.８４６ ０.８８２ ４

６１ ０.８１１ ０.８４６ ５

６１ ０.０００ ０.８１１ ６

    

６２ ０.９６０ １.０００ １

６２ ０.９２２ ０.９６０ ２

６２ ０.８８５ ０.９２２ ３

６２ ０.８４９ ０.８８５ ４

６２ ０.８１５ ０.８４９ ５

６２ ０.０００ ０.８１５ ６

    

６３ ０.９６０ １.０００ １

６３ ０.９２２ ０.９６０ ２



６３ ０.８８５ ０.９２２ ３

６３ ０.８４９ ０.８８５ ４

６３ ０.８１５ ０.８４９ ５

６３ ０.０００ ０.８１５ ６

    

６４ ０.９６１ １.０００ １

６４ ０.９２４ ０.９６１ ２

６４ ０.８８８ ０.９２４ ３

６４ ０.８５３ ０.８８８ ４

６４ ０.８２０ ０.８５３ ５

６４ ０.０００ ０.８２０ ６

    

６５ ０.９６２ １.０００ １

６５ ０.９２５ ０.９６２ ２

６５ ０.８９０ ０.９２５ ３

６５ ０.８５６ ０.８９０ ４

６５ ０.８２４ ０.８５６ ５

６５ ０.０００ ０.８２４ ６

    

６６ ０.９６２ １.０００ １

６６ ０.９２５ ０.９６２ ２

６６ ０.８９０ ０.９２５ ３

６６ ０.８５６ ０.８９０ ４

６６ ０.８２４ ０.８５６ ５

６６ ０.０００ ０.８２４ ６



    

６７ ０.９６３ １.０００ １

６７ ０.９２７ ０.９６３ ２

６７ ０.８９３ ０.９２７ ３

６７ ０.８６０ ０.８９３ ４

６７ ０.８２８ ０.８６０ ５

６７ ０.０００ ０.８２８ ６

    

６８ ０.９６３ １.０００ １

６８ ０.９２７ ０.９６３ ２

６８ ０.８９３ ０.９２７ ３

６８ ０.８６０ ０.８９３ ４

６８ ０.８２８ ０.８６０ ５

６８ ０.０００ ０.８２８ ６

    

６９ ０.９６４ １.０００ １

６９ ０.９２９ ０.９６４ ２

６９ ０.８９６ ０.９２９ ３

６９ ０.８６４ ０.８９６ ４

６９ ０.８３３ ０.８６４ ５

６９ ０.０００ ０.８３３ ６

    

７０ ０.９６４ １.０００ １

７０ ０.９２９ ０.９６４ ２

７０ ０.８９６ ０.９２９ ３



７０ ０.８６４ ０.８９６ ４

７０ ０.８３３ ０.８６４ ５

７０ ０.０００ ０.８３３ ６

    

７１ ０.９６５ １.０００ １

７１ ０.９３１ ０.９６５ ２

７１ ０.８９９ ０.９３１ ３

７１ ０.８６７ ０.８９９ ４

７１ ０.８３７ ０.８６７ ５

７１ ０.０００ ０.８３７ ６

    

７２ ０.９６５ １.０００ １

７２ ０.９３１ ０.９６５ ２

７２ ０.８９９ ０.９３１ ３

７２ ０.８６７ ０.８９９ ４

７２ ０.８３７ ０.８６７ ５

７２ ０.０００ ０.８３７ ６

    

７３ ０.９６６ １.０００ １

７３ ０.９３３ ０.９６６ ２

７３ ０.９０１ ０.９３３ ３

７３ ０.８７１ ０.９０１ ４

７３ ０.８４１ ０.８７１ ５

７３ ０.０００ ０.８４１ ６

    



７４ ０.９６６ １.０００ １

７４ ０.９３３ ０.９６６ ２

７４ ０.９０１ ０.９３３ ３

７４ ０.８７１ ０.９０１ ４

７４ ０.８４１ ０.８７１ ５

７４ ０.０００ ０.８４１ ６

（五）

耐⽤年数 未償却割合 経過年数

 以上 未満  

年   年

７５ ０.９６７ １.０００ １

７５ ０.９３５ ０.９６７ ２

７５ ０.９０４ ０.９３５ ３

７５ ０.８７４ ０.９０４ ４

７５ ０.８４６ ０.８７４ ５

７５ ０.０００ ０.８４６ ６

    

７６ ０.９６７ １.０００ １

７６ ０.９３５ ０.９６７ ２

７６ ０.９０４ ０.９３５ ３

７６ ０.８７４ ０.９０４ ４

７６ ０.８４６ ０.８７４ ５

７６ ０.０００ ０.８４６ ６

    

７７ ０.９６８ １.０００ １



７７ ０.９３７ ０.９６８ ２

７７ ０.９０７ ０.９３７ ３

７７ ０.８７８ ０.９０７ ４

７７ ０.８５０ ０.８７８ ５

７７ ０.０００ ０.８５０ ６

    

７８ ０.９６８ １.０００ １

７８ ０.９３７ ０.９６８ ２

７８ ０.９０７ ０.９３７ ３

７８ ０.８７８ ０.９０７ ４

７８ ０.８５０ ０.８７８ ５

７８ ０.０００ ０.８５０ ６

    

７９ ０.９６８ １.０００ １

７９ ０.９３７ ０.９６８ ２

７９ ０.９０７ ０.９３７ ３

７９ ０.８７８ ０.９０７ ４

７９ ０.８５０ ０.８７８ ５

７９ ０.０００ ０.８５０ ６

    

８０ ０.９６９ １.０００ １

８０ ０.９３９ ０.９６９ ２

８０ ０.９１０ ０.９３９ ３

８０ ０.８８２ ０.９１０ ４

８０ ０.８５４ ０.８８２ ５



８０ ０.０００ ０.８５４ ６

    

８１ ０.９６９ １.０００ １

８１ ０.９３９ ０.９６９ ２

８１ ０.９１０ ０.９３９ ３

８１ ０.８８２ ０.９１０ ４

８１ ０.８５４ ０.８８２ ５

８１ ０.０００ ０.８５４ ６

    

８２ ０.９７０ １.０００ １

８２ ０.９４１ ０.９７０ ２

８２ ０.９１３ ０.９４１ ３

８２ ０.８８５ ０.９１３ ４

８２ ０.８５９ ０.８８５ ５

８２ ０.０００ ０.８５９ ６

    

８３ ０.９７０ １.０００ １

８３ ０.９４１ ０.９７０ ２

８３ ０.９１３ ０.９４１ ３

８３ ０.８８５ ０.９１３ ４

８３ ０.８５９ ０.８８５ ５

８３ ０.０００ ０.８５９ ６

    

８４ ０.９７０ １.０００ １

８４ ０.９４１ ０.９７０ ２



８４ ０.９１３ ０.９４１ ３

８４ ０.８８５ ０.９１３ ４

８４ ０.８５９ ０.８８５ ５

８４ ０.０００ ０.８５９ ６

    

８５ ０.９７１ １.０００ １

８５ ０.９４３ ０.９７１ ２

８５ ０.９１５ ０.９４３ ３

８５ ０.８８９ ０.９１５ ４

８５ ０.８６３ ０.８８９ ５

８５ ０.０００ ０.８６３ ６

    

８６ ０.９７１ １.０００ １

８６ ０.９４３ ０.９７１ ２

８６ ０.９１５ ０.９４３ ３

８６ ０.８８９ ０.９１５ ４

８６ ０.８６３ ０.８８９ ５

８６ ０.０００ ０.８６３ ６

    

８７ ０.９７１ １.０００ １

８７ ０.９４３ ０.９７１ ２

８７ ０.９１５ ０.９４３ ３

８７ ０.８８９ ０.９１５ ４

８７ ０.８６３ ０.８８９ ５

８７ ０.０００ ０.８６３ ６



    

８８ ０.９７２ １.０００ １

８８ ０.９４５ ０.９７２ ２

８８ ０.９１８ ０.９４５ ３

８８ ０.８９３ ０.９１８ ４

８８ ０.８６８ ０.８９３ ５

８８ ０.０００ ０.８６８ ６

    

８９ ０.９７２ １.０００ １

８９ ０.９４５ ０.９７２ ２

８９ ０.９１８ ０.９４５ ３

８９ ０.８９３ ０.９１８ ４

８９ ０.８６８ ０.８９３ ５

８９ ０.０００ ０.８６８ ６

    

９０ ０.９７２ １.０００ １

９０ ０.９４５ ０.９７２ ２

９０ ０.９１８ ０.９４５ ３

９０ ０.８９３ ０.９１８ ４

９０ ０.８６８ ０.８９３ ５

９０ ０.０００ ０.８６８ ６

    

９１ ０.９７３ １.０００ １

９１ ０.９４７ ０.９７３ ２

９１ ０.９２１ ０.９４７ ３



９１ ０.８９６ ０.９２１ ４

９１ ０.８７２ ０.８９６ ５

９１ ０.０００ ０.８７２ ６

    

９２ ０.９７３ １.０００ １

９２ ０.９４７ ０.９７３ ２

９２ ０.９２１ ０.９４７ ３

９２ ０.８９６ ０.９２１ ４

９２ ０.８７２ ０.８９６ ５

９２ ０.０００ ０.８７２ ６

（六）

耐⽤年数 未償却割合 経過年数

 以上 未満  

年   年

９３ ０.９７３ １.０００ １

９３ ０.９４７ ０.９７３ ２

９３ ０.９２１ ０.９４７ ３

９３ ０.８９６ ０.９２１ ４

９３ ０.８７２ ０.８９６ ５

９３ ０.０００ ０.８７２ ６

    

９４ ０.９７３ １.０００ １

９４ ０.９４７ ０.９７３ ２

９４ ０.９２１ ０.９４７ ３

９４ ０.８９６ ０.９２１ ４



９４ ０.８７２ ０.８９６ ５

９４ ０.０００ ０.８７２ ６

    

９５ ０.９７４ １.０００ １

９５ ０.９４９ ０.９７４ ２

９５ ０.９２４ ０.９４９ ３

９５ ０.９００ ０.９２４ ４

９５ ０.８７７ ０.９００ ５

９５ ０.０００ ０.８７７ ６

    

９６ ０.９７４ １.０００ １

９６ ０.９４９ ０.９７４ ２

９６ ０.９２４ ０.９４９ ３

９６ ０.９００ ０.９２４ ４

９６ ０.８７７ ０.９００ ５

９６ ０.０００ ０.８７７ ６

    

９７ ０.９７４ １.０００ １

９７ ０.９４９ ０.９７４ ２

９７ ０.９２４ ０.９４９ ３

９７ ０.９００ ０.９２４ ４

９７ ０.８７７ ０.９００ ５

９７ ０.０００ ０.８７７ ６

    

９８ ０.９７４ １.０００ １



９８ ０.９４９ ０.９７４ ２

９８ ０.９２４ ０.９４９ ３

９８ ０.９００ ０.９２４ ４

９８ ０.８７７ ０.９００ ５

９８ ０.０００ ０.８７７ ６

    

９９ ０.９７５ １.０００ １

９９ ０.９５１ ０.９７５ ２

９９ ０.９２７ ０.９５１ ３

９９ ０.９０４ ０.９２７ ４

９９ ０.８８１ ０.９０４ ５

９９ ０.０００ ０.８８１ ６

    

１００ ０.９７５ １.０００ １

１００ ０.９５１ ０.９７５ ２

１００ ０.９２７ ０.９５１ ３

１００ ０.９０４ ０.９２７ ４

１００ ０.８８１ ０.９０４ ５

１００ ０.０００ ０.８８１ ６

（注） この表における⽤語については、次に定めるところによる。
（⼀） 「耐⽤年数」とは、改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令第⼀

条から第三条まで（減価償却資産の耐⽤年数等）の規定による耐⽤年数をいう。
（⼆） 「未償却割合」とは、附則第⼆項に規定する未償却割合をいう。

附 則 （平成⼆五年三⽉三〇⽇財務省令第⼆四号）

１ この省令は、平成⼆⼗五年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令別表第⼆の規定は、個⼈の平
成⼆⼗六年分以後の所得税、法⼈（法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆
条第⼋号（定義）に規定する⼈格のない社団等を含む。以下同じ。）のこの省令



の施⾏の⽇以後に開始する事業年度の所得に対する法⼈税及び連結法⼈（同条第
⼗⼆号の七の四に規定する連結法⼈をいう。以下同じ。）の同⽇以後に開始する
連結事業年度の連結所得に対する法⼈税について適⽤し、個⼈の平成⼆⼗五年分
以前の所得税、法⼈の同⽇前に開始した事業年度の所得に対する法⼈税及び連結
法⼈の同⽇前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法⼈税については、な
お従前の例による。

附 則 （平成⼆五年九⽉四⽇財務省令第五⼆号）

この省令は、⺠間資⾦等の活⽤による公共施設等の整備等の促進に関する法律の
⼀部を改正する法律（平成⼆⼗五年法律第三⼗四号）の施⾏の⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼆六年七⽉九⽇財務省令第五五号）

１ この省令は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関
する法律（平成⼆⼗五年法律第⼆⼗七号）附則第⼀条第四号に掲げる規定の施⾏
の⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令第⼀条第四項（⼀般の減価償
却資産の耐⽤年数）の規定は、この省令の施⾏の⽇以後に同項の規定により提出
する申請書について適⽤し、同⽇前に改正前の減価償却資産の耐⽤年数等に関す
る省令第⼀条第四項（⼀般の減価償却資産の耐⽤年数）の規定により提出した申
請書については、なお従前の例による。

附 則 （平成⼆七年三⽉三⼀⽇財務省令第三⼋号）

この省令は、平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （平成⼆⼋年三⽉三⼀⽇財務省令第⼆七号）

１ この省令は、平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。

２ 改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令（以下「新令」という。）第
⼀条第四項（⼀般の減価償却資産の耐⽤年数）の規定は、この省令の施⾏の⽇
（以下「施⾏⽇」という。）以後に同項の規定により提出する申請書について適
⽤し、施⾏⽇前に改正前の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令第⼀条第四項
（⼀般の減価償却資産の耐⽤年数）の規定により提出した申請書については、な
お従前の例による。

３ 個⼈が施⾏⽇から平成⼆⼗⼋年⼗⼆⽉三⼗⼀⽇までの間に新令第⼀条第四項の
規定により提出する申請書に係る同項の規定の適⽤については、同項第⼀号中
「並びに納税地並びに法⼈（⼈格のない社団等を含む。）にあつては、法⼈番
号」とあるのは「、納税地並びに個⼈番号」と、「第⼆条第⼗五項」とあるのは
「第⼆条第五項」と、「法⼈番号を」とあるのは「個⼈番号をいう。）⼜は法⼈
番号（同条第⼗五項に規定する法⼈番号を」とする。

４ 法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号）第⼆条第四号（定義）に規定する外国
法⼈（同条第⼋号に規定する⼈格のない社団等で同条第⼆号に規定する国外に本



店⼜は主たる事務所を有するものを含む。）が施⾏⽇前に開始し、かつ、施⾏⽇
以後に終了する事業年度の施⾏⽇から当該事業年度終了の⽇までの間に新令第⼀
条第四項の規定により提出する申請書に係る同項の規定の適⽤については、同項
第⼀号中「。以下この号において同じ。）の⽒名（法⼈税法第⼆条第四号に規定
する外国法⼈（⼈格のない社団等で同条第⼆号に規定する国外に本店⼜は主たる
事務所を有するものを含む。）にあつては、代表者及び同法第百四⼗⼀条各号
（課税標準）に定める国内源泉所得に係る事業⼜は資産の経営⼜は管理の責任者
の⽒名）」とあるのは、「）の⽒名」とする。

５ 電気事業法等の⼀部を改正する等の法律の⼀部の施⾏に伴う関係政令の整備に
関する政令（平成⼆⼗⼋年政令第四⼗⼋号。以下この項において「整備政令」と
いう。）附則第⼆条第⼆項（所得税法施⾏令の⼀部改正に伴う経過措置）の規定
により整備政令第⼆条の規定による改正後の所得税法施⾏令第六条第⼋号（減価
償却資産の範囲）に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利及び整
備政令附則第三条第⼆項（法⼈税法施⾏令の⼀部改正に伴う経過措置）の規定に
より整備政令第三条の規定による改正後の法⼈税法施⾏令第⼗三条第⼋号（減価
償却資産の範囲）に掲げる無形固定資産とみなされる同項に規定する権利の新令
第⼀条第⼀項に規定する耐⽤年数は、⼗五年とする。

附 則 （平成⼆九年三⽉三⼀⽇財務省令第⼆九号）

この省令は、平成⼆⼗九年⼗⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （平成三〇年三⽉三⼀⽇財務省令第三⼀号）

この省令は、平成三⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （令和⼆年三⽉三⼀⽇財務省令第⼆六号）

この省令は、令和⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則 （令和⼆年六⽉三〇⽇財務省令第五六号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この省令は、令和四年四⽉⼀⽇から施⾏する。

（法⼈税法施⾏規則等の⼀部改正に伴う経過措置の原則）
第⼆条 別段の定めがあるものを除き、第⼀条の規定による改正後の法⼈税法施⾏

規則（以下「新法⼈税法施⾏規則」という。）、第⼆条の規定による改正後の地
⽅法⼈税法施⾏規則（附則第⼗⼀条において「新地⽅法⼈税法施⾏規則」とい
う。）、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施⾏規則（附則第⼗⼆条に
おいて「新租税特別措置法施⾏規則」という。）、第四条の規定による改正後の
東⽇本⼤震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施⾏規則
（附則第⼗四条において「新震災特例法施⾏規則」という。）、第七条の規定に
よる改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令、第九条の規定による改正
後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法⼈税法及び地⽅税法の特例等に関する
法律の施⾏に関する省令及び第⼗⼋条の規定による改正後の法⼈税法施⾏規則の



⼀部を改正する省令の規定は、法⼈（⼈格のない社団等を含む。以下附則第⼗条
までにおいて同じ。）のこの省令の施⾏の⽇（以下「施⾏⽇」という。）以後に
開始する事業年度（所得税法等の⼀部を改正する法律（令和⼆年法律第⼋号。以
下「改正法」という。）附則第⼗四条第⼀項に規定する旧事業年度（以下「旧事
業年度」という。）を除く。）の所得に対する法⼈税及び施⾏⽇以後に開始する
課税事業年度（旧事業年度を除く。）の基準法⼈税額に対する地⽅法⼈税につい
て適⽤する。
２ 別段の定めがあるものを除き、法⼈の施⾏⽇前に開始した事業年度（旧事業年

度を含む。）の所得に対する法⼈税及び連結法⼈（改正法第三条の規定（改正法
附則第⼀条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第⼆項において同
じ。）による改正前の法⼈税法（昭和四⼗年法律第三⼗四号。以下「旧法⼈税
法」という。）第⼆条第⼗⼆号の七の⼆に規定する連結法⼈をいう。附則第⼗条
において同じ。）の連結親法⼈事業年度（旧法⼈税法第⼗五条の⼆第⼀項に規定
する連結親法⼈事業年度をいう。）が施⾏⽇前に開始した連結事業年度（同項に
規定する連結事業年度をいう。以下附則第⼗条までにおいて同じ。）の連結所得
（旧法⼈税法第⼆条第⼗⼋号の四に規定する連結所得をいう。附則第⼗条第⼀項
において同じ。）に対する法⼈税並びに法⼈の施⾏⽇前に開始した課税事業年度
（旧事業年度を含む。）の基準法⼈税額に対する地⽅法⼈税については、改正法
附則第⼗四条第⼆項の規定によりなおその効⼒を有するものとされる旧法⼈税
法、改正法第四条の規定（改正法附則第⼀条第五号ハに掲げる改正規定に限
る。）による改正前の地⽅法⼈税法（平成⼆⼗六年法律第⼗⼀号）、改正法第⼗
六条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和三⼗⼆年法律第⼆⼗六号。附則
第⼗⼆条において「旧租税特別措置法」という。）、改正法第⼗七条の規定（改
正法附則第⼀条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。）による改正前の外国居住者
等の所得に対する相互主義による所得税等の⾮課税等に関する法律（昭和三⼗七
年法律第百四⼗四号）、改正法第⼗⼋条の規定（改正法附則第⼀条第五号ルに掲
げる改正規定に限る。）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法⼈
税法及び地⽅税法の特例等に関する法律（昭和四⼗四年法律第四⼗六号）、改正
法第⼆⼗三条の規定による改正前の東⽇本⼤震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律（平成⼆⼗三年法律第⼆⼗九号。附則第⼗四条において
「旧震災特例法」という。）及び改正法第三⼗条の規定（改正法附則第⼀条第五
号ネに掲げる改正規定に限る。）による改正前の所得税法等の⼀部を改正する法
律（平成三⼗年法律第七号）の規定並びに法⼈税法施⾏令等の⼀部を改正する政
令（令和⼆年政令第⼆百七号。以下「改正令」という。）附則第⼆条第⼆項の規
定によりなおその効⼒を有するものとされる改正令第⼀条の規定による改正前の
法⼈税法施⾏令（昭和四⼗年政令第九⼗七号。附則第七条第⼆項第⼆号において
「旧法⼈税法施⾏令」という。）、改正令第⼆条の規定による改正前の地⽅法⼈
税法施⾏令（平成⼆⼗六年政令第百三⼗九号）、改正令第三条の規定による改正
前の租税特別措置法施⾏令（昭和三⼗⼆年政令第四⼗三号。附則第⼗⼆条におい
て「旧租税特別措置法施⾏令」という。）、改正令第四条の規定による改正前の
東⽇本⼤震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施⾏令（平
成⼆⼗三年政令第百⼗⼆号。附則第⼗四条第⼆項において「旧震災特例法施⾏
令」という。）、改正令第⼗⼀条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対



する相互主義による所得税等の⾮課税等に関する法律施⾏令（昭和三⼗七年政令
第⼆百⼆⼗七号）及び改正令第⼆⼗四条の規定による改正前の法⼈税法施⾏令等
の⼀部を改正する政令（平成三⼗年政令第百三⼗⼆号）の規定に基づく第⼀条の
規定による改正前の法⼈税法施⾏規則、第⼆条の規定による改正前の地⽅法⼈税
法施⾏規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施⾏規則（附則第⼗⼆
条及び第⼗三条において「旧租税特別措置法施⾏規則」という。）、第四条の規
定による改正前の東⽇本⼤震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す
る法律施⾏規則、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐⽤年数等に関す
る省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法⼈税
法及び地⽅税法の特例等に関する法律の施⾏に関する省令、第⼗三条の規定によ
る改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の⾮課税等に関
する法律施⾏規則及び第⼗⼋条の規定による改正前の法⼈税法施⾏規則の⼀部を
改正する省令の規定は、なおその効⼒を有する。

（減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令の⼀部改正に伴う経過措置）
第⼗七条 第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令第

三条第三項の規定の適⽤については、同項に規定する取得価額には、同項の被合
併法⼈等がした償却の額で当該被合併法⼈等の各連結事業年度（旧法⼈税法第⼗
五条の⼆第⼀項に規定する連結事業年度をいう。）の連結所得（旧法⼈税法第⼆
条第⼗⼋号の四に規定する連結所得をいう。）の⾦額の計算上損⾦の額に算⼊さ
れた⾦額を含まないものとする。

別表第⼀ 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐⽤年数表

種
類

構造⼜は⽤途 細⽬ 耐
⽤
年
数

   年

建
物

鉄⾻鉄筋コンクリート造⼜は
鉄筋コンクリート造のもの

事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

五
〇

住宅⽤、寄宿舎⽤、宿泊所⽤、
学校⽤⼜は体育館⽤のもの

四
七

飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

 

飲⾷店⽤⼜は貸席⽤のもので、
延べ⾯積のうちに占める⽊造内
装部分の⾯積が三割を超えるも
の

三
四



その他のもの 四
⼀

旅館⽤⼜はホテル⽤のもの  

延べ⾯積のうちに占める⽊造内
装部分の⾯積が三割を超えるも
の

三
⼀

その他のもの 三
九

店舗⽤のもの 三
九

病院⽤のもの 三
九

変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

三
⼋

公衆浴場⽤のもの 三
⼀

⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜
は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの、冷蔵倉庫⽤のもの
（倉庫事業の倉庫⽤のものを除
く。）及び放射性同位元素の放
射線を直接受けるもの

⼆
四

塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

三
⼀

その他のもの  

倉庫事業の倉庫⽤のもの  



冷蔵倉庫⽤のもの ⼆
⼀

その他のもの 三
⼀

その他のもの 三
⼋

 れんが造、⽯造⼜はブロック
造のもの

事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

四
⼀

店舗⽤、住宅⽤、寄宿舎⽤、宿
泊所⽤、学校⽤⼜は体育館⽤の
もの

三
⼋

飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

三
⼋

旅館⽤、ホテル⽤⼜は病院⽤の
もの

三
六

変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

三
四

公衆浴場⽤のもの 三
〇

⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜
は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの及び冷蔵倉庫⽤のもの
（倉庫事業の倉庫⽤のものを除
く。）

⼆
⼆

塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

⼆
⼋



その他のもの  

倉庫事業の倉庫⽤のもの  

冷蔵倉庫⽤のもの ⼆
〇

その他のもの 三
〇

その他のもの 三
四

⾦属造のもの（⾻格材の⾁厚
が四ミリメートルを超えるも
のに限る。）

事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

三
⼋

店舗⽤、住宅⽤、寄宿舎⽤、宿
泊所⽤、学校⽤⼜は体育館⽤の
もの

三
四

飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

三
⼀

変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

三
⼀

旅館⽤、ホテル⽤⼜は病院⽤の
もの

⼆
九

公衆浴場⽤のもの ⼆
七

⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜
は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの、冷蔵倉庫⽤のもの
（倉庫事業の倉庫⽤のものを除
く。）及び放射性同位元素の放
射線を直接受けるもの

⼆
〇



塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

⼆
五

その他のもの  

倉庫事業の倉庫⽤のもの  

冷蔵倉庫⽤のもの ⼀
九

その他のもの ⼆
六

その他のもの 三
⼀

⾦属造のもの（⾻格材の⾁厚
が三ミリメートルを超え四ミ
リメートル以下のものに限
る。）

事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

三
〇

店舗⽤、住宅⽤、寄宿舎⽤、宿
泊所⽤、学校⽤⼜は体育館⽤の
もの

⼆
七

飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

⼆
五

変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

⼆
五

旅館⽤、ホテル⽤⼜は病院⽤の
もの

⼆
四

公衆浴場⽤のもの ⼀
九

⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜

⼀
五



は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの及び冷蔵倉庫⽤のもの

塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

⼀
九

その他のもの ⼆
四

⾦属造のもの（⾻格材の⾁厚
が三ミリメートル以下のもの
に限る。）

事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

⼆
⼆

店舗⽤、住宅⽤、寄宿舎⽤、宿
泊所⽤、学校⽤⼜は体育館⽤の
もの

⼀
九

飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

⼀
九

変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

⼀
九

旅館⽤、ホテル⽤⼜は病院⽤の
もの

⼀
七

公衆浴場⽤のもの ⼀
五

⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜
は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの及び冷蔵倉庫⽤のもの

⼀
⼆

塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

⼀
四



  その他のもの ⼀
七

 ⽊造⼜は合成樹脂造のもの 事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

⼆
四

 店舗⽤、住宅⽤、寄宿舎⽤、宿
泊所⽤、学校⽤⼜は体育館⽤の
もの

⼆
⼆

  飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

⼆
〇

  変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

⼀
七

  旅館⽤、ホテル⽤⼜は病院⽤の
もの

⼀
七

  公衆浴場⽤のもの ⼀
⼆

  ⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜
は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの及び冷蔵倉庫⽤のもの

九

  塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

⼀
⼀

  その他のもの ⼀
五

 ⽊⾻モルタル造のもの 事務所⽤⼜は美術館⽤のもの及
び左記以外のもの

⼆
⼆



 店舗⽤、住宅⽤、寄宿舎⽤、宿
泊所⽤、学校⽤⼜は体育館⽤の
もの

⼆
〇

  飲⾷店⽤、貸席⽤、劇場⽤、演
奏場⽤、映画館⽤⼜は舞踏場⽤
のもの

⼀
九

  変電所⽤、発電所⽤、送受信所
⽤、停⾞場⽤、⾞庫⽤、格納庫
⽤、荷扱所⽤、映画製作ステー
ジ⽤、屋内スケート場⽤、⿂市
場⽤⼜はと畜場⽤のもの

⼀
五

  旅館⽤、ホテル⽤⼜は病院⽤の
もの

⼀
五

  公衆浴場⽤のもの ⼀
⼀

  ⼯場（作業場を含む。）⽤⼜は
倉庫⽤のもの

 

  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他
の著しい腐⾷性を有する液体⼜
は気体の影響を直接全⾯的に受
けるもの及び冷蔵倉庫⽤のもの

七

  塩、チリ硝⽯その他の著しい潮
解性を有する固体を常時蔵置す
るためのもの及び著しい蒸気の
影響を直接全⾯的に受けるもの

⼀
〇

  その他のもの ⼀
四

 簡易建物 ⽊製主要柱が⼗センチメートル
⾓以下のもので、⼟居ぶき、杉
⽪ぶき、ルーフイングぶき⼜は
トタンぶきのもの

⼀
〇

  掘⽴造のもの及び仮設のもの 七

建
物
附

電気設備（照明設備を含
む。）

蓄電池電源設備 六



属
設
備

  その他のもの ⼀
五

 給排⽔⼜は衛⽣設備及びガス
設備

 ⼀
五

 冷房、暖房、通⾵⼜はボイラ
ー設備

冷暖房設備（冷凍機の出⼒が⼆
⼗⼆キロワット以下のもの）

⼀
三

  その他のもの ⼀
五

 昇降機設備 エレベーター ⼀
七

  エスカレーター ⼀
五

 消⽕、排煙⼜は災害報知設備
及び格納式避難設備

 ⼋

 エヤーカーテン⼜はドアー⾃
動開閉設備

 ⼀
⼆

 アーケード⼜は⽇よけ設備 主として⾦属製のもの ⼀
五

  その他のもの ⼋

 店⽤簡易装備  三

 可動間仕切り 簡易なもの 三

  その他のもの ⼀
五

 前掲のもの以外のもの及び前
掲の区分によらないもの

主として⾦属製のもの ⼀
⼋

  その他のもの ⼀
〇

構
築

鉄道業⽤⼜は軌道業⽤のもの 軌条及びその附属品 ⼆
〇



物

  まくら⽊  

  ⽊製のもの ⼋

  コンクリート製のもの ⼆
〇

  ⾦属製のもの ⼆
〇

  分岐器 ⼀
五

  通信線、信号線及び電灯電⼒線 三
〇

  信号機 三
〇

  送配電線及びき電線 四
〇

  電⾞線及び第三軌条 ⼆
〇

  帰線ボンド 五

  電線⽀持物（電柱及び腕⽊を除
く。）

三
〇

  ⽊柱及び⽊塔（腕⽊を含む。）  

  架空索道⽤のもの ⼀
五

  その他のもの ⼆
五

  前掲以外のもの  

  線路設備  

  軌道設備  

  道床 六
〇



  その他のもの ⼀
六

  ⼟⼯設備 五
七

  橋りよう  

  鉄筋コンクリート造のもの 五
〇

  鉄⾻造のもの 四
〇

  その他のもの ⼀
五

  トンネル  

  鉄筋コンクリート造のもの 六
〇

  れんが造のもの 三
五

  その他のもの 三
〇

  その他のもの ⼆
⼀

  停⾞場設備 三
⼆

  電路設備  

  鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及
びコンクリート塔

四
五

  踏切保安⼜は⾃動列⾞停⽌設備 ⼀
⼆

  その他のもの ⼀
九

  その他のもの 四
〇



 その他の鉄道⽤⼜は軌道⽤の
もの

軌条及びその附属品並びにまく
ら⽊

⼀
五

  道床 六
〇

  ⼟⼯設備 五
〇

  橋りよう  

  鉄筋コンクリート造のもの 五
〇

  鉄⾻造のもの 四
〇

  その他のもの ⼀
五

  トンネル  

  鉄筋コンクリート造のもの 六
〇

  れんが造のもの 三
五

  その他のもの 三
〇

  その他のもの 三
〇

 発電⽤⼜は送配電⽤のもの ⼩⽔⼒発電⽤のもの（農⼭漁村
電気導⼊促進法（昭和⼆⼗七年
法律第三百五⼗⼋号）に基づき
建設したものに限る。）

三
〇

  その他の⽔⼒発電⽤のもの（貯
⽔池、調整池及び⽔路に限
る。）

五
七

  汽⼒発電⽤のもの（岩壁、さん
橋、堤防、防波堤、煙突、その
他汽⼒発電⽤のものをいう。）

四
⼀



  送電⽤のもの  

  地中電線路 ⼆
五

  塔、柱、がい⼦、送電線、地線
及び添加電話線

三
六

  配電⽤のもの  

  鉄塔及び鉄柱 五
〇

  鉄筋コンクリート柱 四
⼆

  ⽊柱 ⼀
五

  配電線 三
〇

  引込線 ⼆
〇

  添架電話線 三
〇

  地中電線路 ⼆
五

 電気通信事業⽤のもの 通信ケーブル  

  光ファイバー製のもの ⼀
〇

  その他のもの ⼀
三

  地中電線路 ⼆
七

  その他の線路設備 ⼆
⼀

 放送⽤⼜は無線通信⽤のもの 鉄塔及び鉄柱  



  円筒空中線式のもの 三
〇

  その他のもの 四
〇

  鉄筋コンクリート柱 四
⼆

  ⽊塔及び⽊柱 ⼀
〇

  アンテナ ⼀
〇

  接地線及び放送⽤配線 ⼀
〇

 農林業⽤のもの 主としてコンクリート造、れん
が造、⽯造⼜はブロック造のも
の

 

 果樹棚⼜はホップ棚 ⼀
四

  その他のもの ⼀
七

  主として⾦属造のもの ⼀
四

  主として⽊造のもの 五

  ⼟管を主としたもの ⼀
〇

  その他のもの ⼋

 広告⽤のもの ⾦属造のもの ⼆
〇

  その他のもの ⼀
〇

 競技場⽤、運動場⽤、遊園地
⽤⼜は学校⽤のもの

スタンド  



  主として鉄⾻鉄筋コンクリート
造⼜は鉄筋コンクリート造のも
の

四
五

  主として鉄⾻造のもの 三
〇

  主として⽊造のもの ⼀
〇

  競輪場⽤競⾛路  

  コンクリート敷のもの ⼀
五

  その他のもの ⼀
〇

  ネット設備 ⼀
五

  野球場、陸上競技場、ゴルフコ
ースその他のスポーツ場の排⽔
その他の⼟⼯施設

三
〇

  ⽔泳プール 三
〇

  その他のもの  

  児童⽤のもの  

  すべり台、ぶらんこ、ジヤング
ルジムその他の遊戯⽤のもの

⼀
〇

  その他のもの ⼀
五

  その他のもの  

  主として⽊造のもの ⼀
五

  その他のもの 三
〇

 緑化施設及び庭園 ⼯場緑化施設 七



  その他の緑化施設及び庭園（⼯
場緑化施設に含まれるものを除
く。）

⼆
〇

 舗装道路及び舗装路⾯ コンクリート敷、ブロック敷、
れんが敷⼜は⽯敷のもの

⼀
五

  アスファルト敷⼜は⽊れんが敷
のもの

⼀
〇

  ビチューマルス敷のもの 三

 鉄⾻鉄筋コンクリート造⼜は
鉄筋コンクリート造のもの
（前掲のものを除く。）

⽔道⽤ダム ⼋
〇

  トンネル 七
五

  橋 六
〇

  岸壁、さん橋、防壁（爆発物⽤
のものを除く。）、堤防、防波
堤、塔、やぐら、上⽔道、⽔そ
う及び⽤⽔⽤ダム

五
〇

  乾ドツク 四
五

  サイロ 三
五

  下⽔道、煙突及び焼却炉 三
五

  ⾼架道路、製塩⽤ちんでん池、
飼育場及びへい

三
〇

  爆発物⽤防壁及び防油堤 ⼆
五

  造船台 ⼆
四

  放射性同位元素の放射線を直接 ⼀



受けるもの 五

  その他のもの 六
〇

 コンクリート造⼜はコンクリ
ートブロツク造のもの（前掲
のものを除く。）

やぐら及び⽤⽔池 四
〇

  サイロ 三
四

  岸壁、さん橋、防壁（爆発物⽤
のものを除く。）、堤防、防波
堤、トンネル、上⽔道及び⽔そ
う

三
〇

  下⽔道、飼育場及びへい ⼀
五

  爆発物⽤防壁 ⼀
三

  引湯管 ⼀
〇

  鉱業⽤廃⽯捨場 五

  その他のもの 四
〇

 れんが造のもの（前掲のもの
を除く。）

防壁（爆発物⽤のものを除
く。）、堤防、防波堤及びトン
ネル

五
〇

  煙突、煙道、焼却炉、へい及び
爆発物⽤防壁

 

  塩素、クロールスルホン酸その
他の著しい腐⾷性を有する気体
の影響を受けるもの

七

  その他のもの ⼆
五

  その他のもの 四
〇



 ⽯造のもの（前掲のものを除
く。）

岸壁、さん橋、防壁（爆発物⽤
のものを除く。）、堤防、防波
堤、上⽔道及び⽤⽔池

五
〇

  乾ドック 四
五

  下⽔道、へい及び爆発物⽤防壁 三
五

  その他のもの 五
〇

 ⼟造のもの（前掲のものを除
く。）

防壁（爆発物⽤のものを除
く。）、堤防、防波堤及び⾃動
⾞道

四
〇

  上⽔道及び⽤⽔池 三
〇

  下⽔道 ⼀
五

  へい ⼆
〇

  爆発物⽤防壁及び防油堤 ⼀
七

  その他のもの 四
〇

 ⾦属造のもの（前掲のものを
除く。）

橋（はね上げ橋を除く。） 四
五

 はね上げ橋及び鋼⽮板岸壁 ⼆
五

 サイロ ⼆
⼆

  送配管  

  鋳鉄製のもの 三
〇



  鋼鉄製のもの ⼀
五

  ガス貯そう  

  液化ガス⽤のもの ⼀
〇

  その他のもの ⼆
〇

  薬品貯そう  

  塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝
酸その他の発煙性を有する無機
酸⽤のもの

⼋

  有機酸⽤⼜は硫酸、硝酸その他
前掲のもの以外の無機酸⽤のも
の

⼀
〇

  アルカリ類⽤、塩⽔⽤、アルコ
ール⽤その他のもの

⼀
五

  ⽔そう及び油そう  

  鋳鉄製のもの ⼆
五

  鋼鉄製のもの ⼀
五

  浮きドック ⼆
〇

  飼育場 ⼀
五

  つり橋、煙突、焼却炉、打込み
井⼾、へい、街路灯及びガード
レール

⼀
〇

  露天式⽴体駐⾞設備 ⼀
五

  その他のもの 四
五



 合成樹脂造のもの（前掲のも
のを除く。）

 ⼀
〇

 ⽊造のもの（前掲のものを除
く。）

橋、塔、やぐら及びドック ⼀
五

  岸壁、さん橋、防壁、堤防、防
波堤、トンネル、⽔そう、引湯
管及びへい

⼀
〇

  飼育場 七

  その他のもの ⼀
五

 前掲のもの以外のもの及び前
掲の区分によらないもの

主として⽊造のもの ⼀
五

  その他のもの 五
〇

船
舶

船舶法（明治三⼗⼆年法律第
四⼗六号）第四条から第⼗九
条までの適⽤を受ける鋼船

  

 漁船 総トン数が五百トン以上のもの ⼀
⼆

  総トン数が五百トン未満のもの 九

 油そう船 総トン数が⼆千トン以上のもの ⼀
三

  総トン数が⼆千トン未満のもの ⼀
⼀

 薬品そう船  ⼀
〇

 その他のもの 総トン数が⼆千トン以上のもの ⼀
五

  総トン数が⼆千トン未満のもの  

  しゆんせつ船及び砂利採取船 ⼀
〇



  カーフェリー ⼀
⼀

  その他のもの ⼀
四

 船舶法第四条から第⼗九条ま
での適⽤を受ける⽊船

  

 漁船  六

 薬品そう船  ⼋

 その他のもの  ⼀
〇

 船舶法第四条から第⼗九条ま
での適⽤を受ける軽合⾦船
（他の項に掲げるものを除
く。）

 九

 船舶法第四条から第⼗九条ま
での適⽤を受ける強化プラス
チック船

 七

 船舶法第四条から第⼗九条ま
での適⽤を受ける⽔中翼船及
びホバークラフト

 ⼋

 その他のもの   

 鋼船 しゆんせつ船及び砂利採取船 七

  発電船及びとう載漁船 ⼋

  ひき船 ⼀
〇

  その他のもの ⼀
⼆

 ⽊船 とう載漁船 四

  しゆんせつ船及び砂利採取船 五

  動⼒漁船及びひき船 六



  薬品そう船 七

  その他のもの ⼋

 その他のもの モーターボート及びとう載漁船 四

  その他のもの 五

航
空
機

⾶⾏機 主として⾦属製のもの  

  最⼤離陸重量が百三⼗トンを超
えるもの

⼀
〇

  最⼤離陸重量が百三⼗トン以下
のもので、五・七トンを超える
もの

⼋

  最⼤離陸重量が五・七トン以下
のもの

五

  その他のもの 五

 その他のもの ヘリコプター及びグライダー 五

  その他のもの 五

⾞
両
及
び
運
搬
具

鉄道⽤⼜は軌道⽤⾞両（架空
索道⽤搬器を含む。）

電気⼜は蒸気機関⾞ ⼀
⼋

  電⾞ ⼀
三

  内燃動⾞（制御⾞及び附随⾞を
含む。）

⼀
⼀

  貨⾞  

  ⾼圧ボンベ⾞及び⾼圧タンク⾞ ⼀
〇



  薬品タンク⾞及び冷凍⾞ ⼀
⼆

  その他のタンク⾞及び特殊構造
⾞

⼀
五

  その他のもの ⼆
〇

  線路建設保守⽤⼯作⾞ ⼀
〇

  鋼索鉄道⽤⾞両 ⼀
五

  架空索道⽤搬器  

  閉鎖式のもの ⼀
〇

  その他のもの 五

  無軌条電⾞ ⼋

  その他のもの ⼆
〇

 特殊⾃動⾞（この項には、別
表第⼆に掲げる減価償却資産
に含まれるブルドーザー、パ
ワーショベルその他の⾃⾛式
作業⽤機械並びにトラクター
及び農林業⽤運搬機具を含ま
ない。）

消防⾞、救急⾞、レントゲン
⾞、散⽔⾞、放送宣伝⾞、移動
無線⾞及びチップ製造⾞

五

  モータースィーパー及び除雪⾞ 四

  タンク⾞、じんかい⾞、し尿
⾞、寝台⾞、霊きゆう⾞、トラ
ックミキサー、レッカーその他
特殊⾞体を架装したもの

 

  ⼩型⾞（じんかい⾞及びし尿⾞
にあつては積載量が⼆トン以
下、その他のものにあつては総

三



排気量が⼆リットル以下のもの
をいう。）

  その他のもの 四

 運送事業⽤、貸⾃動⾞業⽤⼜
は⾃動⾞教習所⽤の⾞両及び
運搬具（前掲のものを除
く。）

⾃動⾞（⼆輪⼜は三輪⾃動⾞を
含み、乗合⾃動⾞を除く。）

 

  ⼩型⾞（貨物⾃動⾞にあつては
積載量が⼆トン以下、その他の
ものにあつては総排気量が⼆リ
ットル以下のものをいう。）

三

  その他のもの  

  ⼤型乗⽤⾞（総排気量が三リッ
トル以上のものをいう。）

五

  その他のもの 四

  乗合⾃動⾞ 五

  ⾃転⾞及びリヤカー ⼆

  被けん引⾞その他のもの 四

 前掲のもの以外のもの ⾃動⾞（⼆輪⼜は三輪⾃動⾞を
除く。）

 

  ⼩型⾞（総排気量が〇・六六リ
ットル以下のものをいう。）

四

  その他のもの  

  貨物⾃動⾞  

  ダンプ式のもの 四

  その他のもの 五

  報道通信⽤のもの 五

  その他のもの 六

  ⼆輪⼜は三輪⾃動⾞ 三



  ⾃転⾞ ⼆

  鉱⼭⽤⼈⾞、炭⾞、鉱⾞及び台
⾞

 

  ⾦属製のもの 七

  その他のもの 四

  フォークリフト 四

  トロッコ  

  ⾦属製のもの 五

  その他のもの 三

  その他のもの  

  ⾃⾛能⼒を有するもの 七

  その他のもの 四

⼯
具

測定⼯具及び検査⼯具（電気
⼜は電⼦を利⽤するものを含
む。）

 五

 治具及び取付⼯具  三

 ロール ⾦属圧延⽤のもの 四

  なつ染ロール、粉砕ロール、混
練ロールその他のもの

三

 型（型枠を含む。）、鍛圧⼯
具及び打抜⼯具

プレスその他の⾦属加⼯⽤⾦
型、合成樹脂、ゴム⼜はガラス
成型⽤⾦型及び鋳造⽤型

⼆

  その他のもの 三

 切削⼯具  ⼆

 ⾦属製柱及びカッペ  三

 活字及び活字に常⽤される⾦
属

購⼊活字（活字の形状のまま反
復使⽤するものに限る。）

⼆

わく



  ⾃製活字及び活字に常⽤される
⾦属

⼋

 前掲のもの以外のもの ⽩⾦ノズル ⼀
三

  その他のもの 三

 前掲の区分によらないもの ⽩⾦ノズル ⼀
三

  その他の主として⾦属製のもの ⼋

  その他のもの 四

器
具
及
び
備
品

１ 家具、電気機器、ガス機
器及び家庭⽤品（他の項に掲
げるものを除く。）

事務机、事務いす及びキャビネ
ット

 

  主として⾦属製のもの ⼀
五

  その他のもの ⼋

  応接セット  

  接客業⽤のもの 五

  その他のもの ⼋

  ベッド ⼋

  児童⽤机及びいす 五

  陳列だな及び陳列ケース  

  冷凍機付⼜は冷蔵機付のもの 六

  その他のもの ⼋

  その他の家具  

  接客業⽤のもの 五

  その他のもの  



  主として⾦属製のもの ⼀
五

  その他のもの ⼋

  ラジオ、テレビジョン、テープ
レコーダーその他の⾳響機器

五

  冷房⽤⼜は暖房⽤機器 六

  電気冷蔵庫、電気洗濯機その他
これらに類する電気⼜はガス機
器

六

  氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー
（電気式のものを除く。）

四

  カーテン、座ぶとん、寝具、丹
前その他これらに類する繊維製
品

三

  じゆうたんその他の床⽤敷物  

  ⼩売業⽤、接客業⽤、放送⽤、
レコード吹込⽤⼜は劇場⽤のも
の

三

  その他のもの 六

  室内装飾品  

  主として⾦属製のもの ⼀
五

  その他のもの ⼋

  ⾷事⼜はちゆう房⽤品  

  陶磁器製⼜はガラス製のもの ⼆

  その他のもの 五

  その他のもの  

  主として⾦属製のもの ⼀
五

  その他のもの ⼋



 ２ 事務機器及び通信機器 謄写機器及びタイプライター  

  孔版印刷⼜は印書業⽤のもの 三

  その他のもの 五

  電⼦計算機  

  パーソナルコンピュータ（サー
バー⽤のものを除く。）

四

  その他のもの 五

  複写機、計算機（電⼦計算機を
除く。）、⾦銭登録機、タイム
レコーダーその他これらに類す
るもの

五

  その他の事務機器 五

  テレタイプライター及びファク
シミリ

五

  インターホーン及び放送⽤設備 六

  電話設備その他の通信機器  

  デジタル構内交換設備及びデジ
タルボタン電話設備

六

  その他のもの ⼀
〇

 ３ 時計、試験機器及び測定
機器

時計 ⼀
〇

  度量衡器 五

  試験⼜は測定機器 五

 ４ 光学機器及び写真製作機
器

オペラグラス ⼆

  カメラ、映画撮影機、映写機及
び望遠鏡

五

  引伸機、焼付機、乾燥機、顕微
鏡その他の機器

⼋



 ５ 看板及び広告器具 看板、ネオンサイン及び気球 三

  マネキン⼈形及び模型 ⼆

  その他のもの  

  主として⾦属製のもの ⼀
〇

  その他のもの 五

 ６ 容器及び⾦庫 ボンベ  

  溶接製のもの 六

  鍛造製のもの  

  塩素⽤のもの ⼋

  その他のもの ⼀
〇

  ドラムかん、コンテナーその他
の容器

 

  ⼤型コンテナー（⻑さが六メー
トル以上のものに限る。）

七

  その他のもの  

  ⾦属製のもの 三

  その他のもの ⼆

  ⾦庫  

  ⼿さげ⾦庫 五

  その他のもの ⼆
〇

 ７ 理容⼜は美容機器  五

 ８ 医療機器 消毒殺菌⽤機器 四

  ⼿術機器 五

  ⾎液透析⼜は⾎しよう交換⽤機
器

七



  ハバードタンクその他の作動部
分を有する機能回復訓練機器

六

  調剤機器 六

  ⻭科診療⽤ユニット 七

  光学検査機器  

  ファイバースコープ 六

  その他のもの ⼋

  その他のもの  

  レントゲンその他の電⼦装置を
使⽤する機器

 

  移動式のもの、救急医療⽤のも
の及び⾃動⾎液分析器

四

  その他のもの 六

  その他のもの  

  陶磁器製⼜はガラス製のもの 三

  主として⾦属製のもの ⼀
〇

  その他のもの 五

 ９ 娯楽⼜はスポーツ器具及
び興⾏⼜は演劇⽤具

たまつき⽤具 ⼋

  パチンコ器、ビンゴ器その他こ
れらに類する球戯⽤具及び射的
⽤具

⼆

  ご、しようぎ、まあじやん、そ
の他の遊戯具

五

  スポーツ具 三

  劇場⽤観客いす 三

  どんちよう及び幕 五



  ⾐しよう、かつら、⼩道具及び
⼤道具

⼆

  その他のもの  

  主として⾦属製のもの ⼀
〇

  その他のもの 五

 １０ ⽣物 植物  

  貸付業⽤のもの ⼆

  その他のもの ⼀
五

  動物  

  ⿂類 ⼆

  ⿃類 四

  その他のもの ⼋

 １１ 前掲のもの以外のもの 映画フィルム（スライドを含
む。）、磁気テープ及びレコー
ド

⼆

 シート及びロープ ⼆

 きのこ栽培⽤ほだ⽊ 三

  漁具 三

  葬儀⽤具 三

  楽器 五

  ⾃動販売機（⼿動のものを含
む。）

五

  無⼈駐⾞管理装置 五

  焼却炉 五

  その他のもの  



  主として⾦属製のもの ⼀
〇

  その他のもの 五

 １２ 前掲する資産のうち、
当該資産について定められて
いる前掲の耐⽤年数によるも
の以外のもの及び前掲の区分
によらないもの

主として⾦属製のもの ⼀
五

  その他のもの ⼋

別表第⼆ 機械及び装置の耐⽤年数表

番
号

設備の種類 細⽬ 耐
⽤
年
数

   年

１ ⾷料品製造業⽤設備  ⼀
〇

２ 飲料、たばこ⼜は飼料製造業⽤設備  ⼀
〇

３ 繊維⼯業⽤設備 炭素繊維製造設備  

  ⿊鉛化炉 三

  その他の設備 七

  その他の設備 七

４ ⽊材⼜は⽊製品（家具を除く。）製造業⽤設
備

 ⼋

５ 家具⼜は装備品製造業⽤設備  ⼀
⼀

６ パルプ、紙⼜は紙加⼯品製造業⽤設備  ⼀
⼆

７ 印刷業⼜は印刷関連業⽤設備 デジタル印刷シス
テム設備

四



  製本業⽤設備 七

  新聞業⽤設備  

  モノタイプ、写真
⼜は通信設備

三

  その他の設備 ⼀
〇

  その他の設備 ⼀
〇

８ 化学⼯業⽤設備 臭素、よう素⼜は
塩素、臭素若しく
はよう素化合物製
造設備

五

  塩化りん製造設備 四

  活性炭製造設備 五

  ゼラチン⼜はにか
わ製造設備

五

  半導体⽤フォトレ
ジスト製造設備

五

  フラットパネル⽤
カラーフィルタ
ー、偏光板⼜は偏
光板⽤フィルム製
造設備

五

  その他の設備 ⼋

９ ⽯油製品⼜は⽯炭製品製造業⽤設備  七

１
０

プラスチック製品製造業⽤設備（他の号に掲
げるものを除く。）

 ⼋

１
１

ゴム製品製造業⽤設備  九

１
２

なめし⾰、なめし⾰製品⼜は⽑⽪製造業⽤設
備

 九



１
３

窯業⼜は⼟⽯製品製造業⽤設備  九

１
４

鉄鋼業⽤設備 表⾯処理鋼材若し
くは鉄粉製造業⼜
は鉄スクラップ加
⼯処理業⽤設備

五

  純鉄、原鉄、ベー
スメタル、フェロ
アロイ、鉄素形材
⼜は鋳鉄管製造業
⽤設備

九

  その他の設備 ⼀
四

１
５

⾮鉄⾦属製造業⽤設備 核燃料物質加⼯設
備

⼀
⼀

  その他の設備 七

１
６

⾦属製品製造業⽤設備 ⾦属被覆及び彫刻
業⼜は打はく及び
⾦属製ネームプレ
ート製造業⽤設備

六

  その他の設備 ⼀
〇

１
７

はん⽤機械器具（はん⽤性を有するもので、
他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み
込み、⼜は取り付けることによりその⽤に供
されるものをいう。）製造業⽤設備（第⼆〇
号及び第⼆⼆号に掲げるものを除く。）

 ⼀
⼆

１
８

⽣産⽤機械器具（物の⽣産の⽤に供されるも
のをいう。）製造業⽤設備（次号及び第⼆⼀
号に掲げるものを除く。）

⾦属加⼯機械製造
設備

九

 その他の設備 ⼀
⼆

１
９

業務⽤機械器具（業務⽤⼜はサービスの⽣産
の⽤に供されるもの（これらのものであつて
物の⽣産の⽤に供されるものを含む。）をい

 七



う。）製造業⽤設備（第⼀七号、第⼆⼀号及
び第⼆三号に掲げるものを除く。）

２
０

電⼦部品、デバイス⼜は電⼦回路製造業⽤設
備

光ディスク（追記
型⼜は書換え型の
ものに限る。）製
造設備

六

  プリント配線基板
製造設備

六

  フラットパネルデ
ィスプレイ、半導
体集積回路⼜は半
導体素⼦製造設備

五

  その他の設備 ⼋

２
１

電気機械器具製造業⽤設備  七

２
２

情報通信機械器具製造業⽤設備  ⼋

２
３

輸送⽤機械器具製造業⽤設備  九

２
４

その他の製造業⽤設備  九

２
５

農業⽤設備  七

２
６

林業⽤設備  五

２
７

漁業⽤設備（次号に掲げるものを除く。）  五

２
８

⽔産養殖業⽤設備  五

２
９

鉱業、採⽯業⼜は砂利採取業⽤設備 ⽯油⼜は天然ガス
鉱業⽤設備

 

  坑井設備 三



  掘さく設備 六

  その他の設備 ⼀
⼆

  その他の設備 六

３
０

総合⼯事業⽤設備  六

３
１

電気業⽤設備 電気業⽤⽔⼒発電
設備

⼆
⼆

  その他の⽔⼒発電
設備

⼆
〇

  汽⼒発電設備 ⼀
五

  内燃⼒⼜はガスタ
ービン発電設備

⼀
五

  送電⼜は電気業⽤
変電若しくは配電
設備

 

  需要者⽤計器 ⼀
五

  柱上変圧器 ⼀
⼋

  その他の設備 ⼆
⼆

  鉄道⼜は軌道業⽤
変電設備

⼀
五

  その他の設備  

  主として⾦属製の
もの

⼀
七

  その他のもの ⼋

３
２

ガス業⽤設備 製造⽤設備 ⼀
〇



  供給⽤設備  

  鋳鉄製導管 ⼆
⼆

  鋳鉄製導管以外の
導管

⼀
三

  需要者⽤計量器 ⼀
三

  その他の設備 ⼀
五

  その他の設備  

  主として⾦属製の
もの

⼀
七

  その他のもの ⼋

３
３

熱供給業⽤設備  ⼀
七

３
４

⽔道業⽤設備  ⼀
⼋

３
５

通信業⽤設備  九

３
６

放送業⽤設備  六

３
７

映像、⾳声⼜は⽂字情報制作業⽤設備  ⼋

３
８

鉄道業⽤設備 ⾃動改札装置 五

  その他の設備 ⼀
⼆

３
９

道路貨物運送業⽤設備  ⼀
⼆

４
０

倉庫業⽤設備  ⼀
⼆



４
１

運輸に附帯するサービス業⽤設備  ⼀
〇

４
２

飲⾷料品卸売業⽤設備  ⼀
〇

４
３

建築材料、鉱物⼜は⾦属材料等卸売業⽤設備 ⽯油⼜は液化⽯油
ガス卸売⽤設備
（貯そうを除
く。）

⼀
三

  その他の設備 ⼋

４
４

飲⾷料品⼩売業⽤設備  九

４
５

その他の⼩売業⽤設備 ガソリン⼜は液化
⽯油ガススタンド
設備

⼋

  その他の設備  

  主として⾦属製の
もの

⼀
七

  その他のもの ⼋

４
６

技術サービス業⽤設備（他の号に掲げるもの
を除く。）

計量証明業⽤設備 ⼋

  その他の設備 ⼀
四

４
７

宿泊業⽤設備  ⼀
〇

４
８

飲⾷店業⽤設備  ⼋

４
９

洗濯業、理容業、美容業⼜は浴場業⽤設備  ⼀
三

５
０

その他の⽣活関連サービス業⽤設備  六

５
１

娯楽業⽤設備 映画館⼜は劇場⽤
設備

⼀
⼀



  遊園地⽤設備 七

  ボウリング場⽤設
備

⼀
三

  その他の設備  

  主として⾦属製の
もの

⼀
七

  その他のもの ⼋

５
２

教育業（学校教育業を除く。）⼜は学習⽀援
業⽤設備

教習⽤運転シミュ
レータ設備

五

  その他の設備  

  主として⾦属製の
もの

⼀
七

  その他のもの ⼋

５
３

⾃動⾞整備業⽤設備  ⼀
五

５
４

その他のサービス業⽤設備  ⼀
⼆

５
５

前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の
区分によらないもの

機械式駐⾞設備 ⼀
〇

 ブルドーザー、パ
ワーショベルその
他の⾃⾛式作業⽤
機械設備

⼋

  その他の設備  

  主として⾦属製の
もの

⼀
七

  その他のもの ⼋

別表第三 無形減価償却資産の耐⽤年数表

種類 細⽬ 耐⽤年
数



  年

漁業権  ⼀〇

ダム使⽤権  五五

⽔利権  ⼆〇

特許権  ⼋

実⽤新案権  五

意匠権  七

商標権  ⼀〇

ソフトウエア 複写して販売するための原本 三

 その他のもの 五

育成者権 種苗法（平成⼗年法律第⼋⼗三号）第四条第
⼆項に規定する品種

⼀〇

 その他 ⼋

営業権  五

専⽤側線利⽤権  三〇

鉄道軌道連絡通⾏施
設利⽤権

 三〇

電気ガス供給施設利
⽤権

 ⼀五

⽔道施設利⽤権  ⼀五

⼯業⽤⽔道施設利⽤
権

 ⼀五

電気通信施設利⽤権  ⼆〇

別表第四 ⽣物の耐⽤年数表

種類 細⽬ 耐⽤
年数

  年



⽜ 繁殖⽤（家畜改良増殖法（昭和⼆⼗五年法律第⼆百九号）に
基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書⼜は
体外受精卵移植証明書のあるものに限る。）

 

 役⾁⽤⽜ 六

 乳⽤⽜ 四

 種付⽤（家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた
種おす⽜に限る。）

四

 その他⽤ 六

⾺ 繁殖⽤（家畜改良増殖法に基づく種付証明書⼜は授精証明書
のあるものに限る。）

六

 種付⽤（家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた
種おす⾺に限る。）

六

 競⾛⽤ 四

 その他⽤ ⼋

豚  三

綿⽺及
びやぎ

種付⽤ 四

 その他⽤ 六

かんき
つ樹

温州みかん ⼆⼋

 その他 三〇

りんご
樹

わい化りんご ⼆〇

 その他 ⼆九

ぶどう
樹

温室ぶどう ⼀⼆

 その他 ⼀五

なし樹  ⼆六

桃樹  ⼀五



桜桃樹  ⼆⼀

びわ樹  三〇

くり樹  ⼆五

梅樹  ⼆五

かき樹  三六

あんず
樹

 ⼆五

すもも
樹

 ⼀六

いちじ
く樹

 ⼀⼀

キウイ
フルー
ツ樹

 ⼆⼆

ブルー
ベリー
樹

 ⼆五

パイナ
ップル

 三

茶樹  三四

オリー
ブ樹

 ⼆五

つばき
樹

 ⼆五

桑樹 ⽴て通し ⼀⼋

 根刈り、中刈り、⾼刈り 九

こりや
なぎ

 ⼀〇

みつま
た

 五



こうぞ  九

もう宗
⽵

 ⼆〇

アスパ
ラガス

 ⼀⼀

ラミー  ⼋

まおら
ん

 ⼀〇

ホップ  九

別表第五 公害防⽌⽤減価償却資産の耐⽤年数表

種類 耐⽤年数

 年

構築物 ⼀⼋

機械及び装置 五

別表第六 開発研究⽤減価償却資産の耐⽤年数表

種類 細⽬ 耐⽤
年数

  年

建物及び
建物附属
設備

建物の全部⼜は⼀部を低温室、恒温室、無響室、電磁しや
へい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするため
に特に施設した内部造作⼜は建物附属設備

五

構築物 ⾵どう、試験⽔そう及び防壁 五

ガス⼜は⼯業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊⽤途に
使⽤するもの

七

⼯具  四

器具及び
備品

試験⼜は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 四

機械及び
装置

汎⽤ポンプ、汎⽤モーター、汎⽤⾦属⼯作機械、汎⽤⾦属
加⼯機械その他これらに類するもの

七はん はん はん はん



その他のもの 四

ソフトウ
エア

 三

別表第七 平成⼗九年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をされた減価償却資産の償却率表

耐⽤年数 旧定額法の償却率 旧定率法の償却率

年   

⼆ 〇・五〇〇 〇・六⼋四

三 〇・三三三 〇・五三六

四 〇・⼆五〇 〇・四三⼋

五 〇・⼆〇〇 〇・三六九

六 〇・⼀六六 〇・三⼀九

七 〇・⼀四⼆ 〇・⼆⼋〇

⼋ 〇・⼀⼆五 〇・⼆五〇

九 〇・⼀⼀⼀ 〇・⼆⼆六

⼀〇 〇・⼀〇〇 〇・⼆〇六

⼀⼀ 〇・〇九〇 〇・⼀⼋九

⼀⼆ 〇・〇⼋三 〇・⼀七五

⼀三 〇・〇七六 〇・⼀六⼆

⼀四 〇・〇七⼀ 〇・⼀五⼆

⼀五 〇・〇六六 〇・⼀四⼆

⼀六 〇・〇六⼆ 〇・⼀三四

⼀七 〇・〇五⼋ 〇・⼀⼆七

⼀⼋ 〇・〇五五 〇・⼀⼆〇

⼀九 〇・〇五⼆ 〇・⼀⼀四

⼆〇 〇・〇五〇 〇・⼀〇九

⼆⼀ 〇・〇四⼋ 〇・⼀〇四



⼆⼆ 〇・〇四六 〇・〇九九

⼆三 〇・〇四四 〇・〇九五

⼆四 〇・〇四⼆ 〇・〇九⼆

⼆五 〇・〇四〇 〇・〇⼋⼋

⼆六 〇・〇三九 〇・〇⼋五

⼆七 〇・〇三七 〇・〇⼋⼆

⼆⼋ 〇・〇三六 〇・〇七九

⼆九 〇・〇三五 〇・〇七六

三〇 〇・〇三四 〇・〇七四

三⼀ 〇・〇三三 〇・〇七⼆

三⼆ 〇・〇三⼆ 〇・〇六九

三三 〇・〇三⼀ 〇・〇六七

三四 〇・〇三〇 〇・〇六六

三五 〇・〇⼆九 〇・〇六四

三六 〇・〇⼆⼋ 〇・〇六⼆

三七 〇・〇⼆七 〇・〇六〇

三⼋ 〇・〇⼆七 〇・〇五九

三九 〇・〇⼆六 〇・〇五七

四〇 〇・〇⼆五 〇・〇五六

四⼀ 〇・〇⼆五 〇・〇五五

四⼆ 〇・〇⼆四 〇・〇五三

四三 〇・〇⼆四 〇・〇五⼆

四四 〇・〇⼆三 〇・〇五⼀

四五 〇・〇⼆三 〇・〇五〇

四六 〇・〇⼆⼆ 〇・〇四九



四七 〇・〇⼆⼆ 〇・〇四⼋

四⼋ 〇・〇⼆⼀ 〇・〇四七

四九 〇・〇⼆⼀ 〇・〇四六

五〇 〇・〇⼆〇 〇・〇四五

五⼀ 〇・〇⼆〇 〇・〇四四

五⼆ 〇・〇⼆〇 〇・〇四三

五三 〇・〇⼀九 〇・〇四三

五四 〇・〇⼀九 〇・〇四⼆

五五 〇・〇⼀九 〇・〇四⼀

五六 〇・〇⼀⼋ 〇・〇四〇

五七 〇・〇⼀⼋ 〇・〇四〇

五⼋ 〇・〇⼀⼋ 〇・〇三九

五九 〇・〇⼀七 〇・〇三⼋

六〇 〇・〇⼀七 〇・〇三⼋

六⼀ 〇・〇⼀七 〇・〇三七

六⼆ 〇・〇⼀七 〇・〇三六

六三 〇・〇⼀六 〇・〇三六

六四 〇・〇⼀六 〇・〇三五

六五 〇・〇⼀六 〇・〇三五

六六 〇・〇⼀六 〇・〇三四

六七 〇・〇⼀五 〇・〇三四

六⼋ 〇・〇⼀五 〇・〇三三

六九 〇・〇⼀五 〇・〇三三

七〇 〇・〇⼀五 〇・〇三⼆

七⼀ 〇・〇⼀四 〇・〇三⼆



七⼆ 〇・〇⼀四 〇・〇三⼆

七三 〇・〇⼀四 〇・〇三⼀

七四 〇・〇⼀四 〇・〇三⼀

七五 〇・〇⼀四 〇・〇三〇

七六 〇・〇⼀四 〇・〇三〇

七七 〇・〇⼀三 〇・〇三〇

七⼋ 〇・〇⼀三 〇・〇⼆九

七九 〇・〇⼀三 〇・〇⼆九

⼋〇 〇・〇⼀三 〇・〇⼆⼋

⼋⼀ 〇・〇⼀三 〇・〇⼆⼋

⼋⼆ 〇・〇⼀三 〇・〇⼆⼋

⼋三 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆七

⼋四 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆七

⼋五 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆六

⼋六 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆六

⼋七 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆六

⼋⼋ 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆六

⼋九 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆六

九〇 〇・〇⼀⼆ 〇・〇⼆五

九⼀ 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆五

九⼆ 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆五

九三 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆五

九四 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆四

九五 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆四

九六 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆四



九七 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆三

九⼋ 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆三

九九 〇・〇⼀⼀ 〇・〇⼆三

⼀〇〇 〇・〇⼀〇 〇・〇⼆三

別表第⼋ 平成⼗九年四⽉⼀⽇以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率
表

耐⽤年数 償却率

年  

⼆ 〇・五〇〇

三 〇・三三四

四 〇・⼆五〇

五 〇・⼆〇〇

六 〇・⼀六七

七 〇・⼀四三

⼋ 〇・⼀⼆五

九 〇・⼀⼀⼆

⼀〇 〇・⼀〇〇

⼀⼀ 〇・〇九⼀

⼀⼆ 〇・〇⼋四

⼀三 〇・〇七七

⼀四 〇・〇七⼆

⼀五 〇・〇六七

⼀六 〇・〇六三

⼀七 〇・〇五九

⼀⼋ 〇・〇五六

⼀九 〇・〇五三



⼆〇 〇・〇五〇

⼆⼀ 〇・〇四⼋

⼆⼆ 〇・〇四六

⼆三 〇・〇四四

⼆四 〇・〇四⼆

⼆五 〇・〇四〇

⼆六 〇・〇三九

⼆七 〇・〇三⼋

⼆⼋ 〇・〇三六

⼆九 〇・〇三五

三〇 〇・〇三四

三⼀ 〇・〇三三

三⼆ 〇・〇三⼆

三三 〇・〇三⼀

三四 〇・〇三〇

三五 〇・〇⼆九

三六 〇・〇⼆⼋

三七 〇・〇⼆⼋

三⼋ 〇・〇⼆七

三九 〇・〇⼆六

四〇 〇・〇⼆五

四⼀ 〇・〇⼆五

四⼆ 〇・〇⼆四

四三 〇・〇⼆四

四四 〇・〇⼆三



四五 〇・〇⼆三

四六 〇・〇⼆⼆

四七 〇・〇⼆⼆

四⼋ 〇・〇⼆⼀

四九 〇・〇⼆⼀

五〇 〇・〇⼆〇

五⼀ 〇・〇⼆〇

五⼆ 〇・〇⼆〇

五三 〇・〇⼀九

五四 〇・〇⼀九

五五 〇・〇⼀九

五六 〇・〇⼀⼋

五七 〇・〇⼀⼋

五⼋ 〇・〇⼀⼋

五九 〇・〇⼀七

六〇 〇・〇⼀七

六⼀ 〇・〇⼀七

六⼆ 〇・〇⼀七

六三 〇・〇⼀六

六四 〇・〇⼀六

六五 〇・〇⼀六

六六 〇・〇⼀六

六七 〇・〇⼀五

六⼋ 〇・〇⼀五

六九 〇・〇⼀五



七〇 〇・〇⼀五

七⼀ 〇・〇⼀五

七⼆ 〇・〇⼀四

七三 〇・〇⼀四

七四 〇・〇⼀四

七五 〇・〇⼀四

七六 〇・〇⼀四

七七 〇・〇⼀三

七⼋ 〇・〇⼀三

七九 〇・〇⼀三

⼋〇 〇・〇⼀三

⼋⼀ 〇・〇⼀三

⼋⼆ 〇・〇⼀三

⼋三 〇・〇⼀三

⼋四 〇・〇⼀⼆

⼋五 〇・〇⼀⼆

⼋六 〇・〇⼀⼆

⼋七 〇・〇⼀⼆

⼋⼋ 〇・〇⼀⼆

⼋九 〇・〇⼀⼆

九〇 〇・〇⼀⼆

九⼀ 〇・〇⼀⼀

九⼆ 〇・〇⼀⼀

九三 〇・〇⼀⼀

九四 〇・〇⼀⼀



九五 〇・〇⼀⼀

九六 〇・〇⼀⼀

九七 〇・〇⼀⼀

九⼋ 〇・〇⼀⼀

九九 〇・〇⼀⼀

⼀〇〇 〇・〇⼀〇

別表第九 平成⼗九年四⽉⼀⽇から平成⼆⼗四年三⽉三⼗⼀⽇までの間に取得をさ
れた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表

耐⽤年数 償却率 改定償却率 保証率

年    

⼆ ⼀・〇〇〇 ――――― ―――――

三 〇・⼋三三 ⼀・〇〇〇 〇・〇⼆七⼋九

四 〇・六⼆五 ⼀・〇〇〇 〇・〇五⼆七四

五 〇・五〇〇 ⼀・〇〇〇 〇・〇六⼆四九

六 〇・四⼀七 〇・五〇〇 〇・〇五七七六

七 〇・三五七 〇・五〇〇 〇・〇五四九六

⼋ 〇・三⼀三 〇・三三四 〇・〇五⼀⼀⼀

九 〇・⼆七⼋ 〇・三三四 〇・〇四七三⼀

⼀〇 〇・⼆五〇 〇・三三四 〇・〇四四四⼋

⼀⼀ 〇・⼆⼆七 〇・⼆五〇 〇・〇四⼀⼆三

⼀⼆ 〇・⼆〇⼋ 〇・⼆五〇 〇・〇三⼋七〇

⼀三 〇・⼀九⼆ 〇・⼆〇〇 〇・〇三六三三

⼀四 〇・⼀七九 〇・⼆〇〇 〇・〇三三⼋九

⼀五 〇・⼀六七 〇・⼆〇〇 〇・〇三⼆⼀七

⼀六 〇・⼀五六 〇・⼀六七 〇・〇三〇六三

⼀七 〇・⼀四七 〇・⼀六七 〇・〇⼆九〇五



⼀⼋ 〇・⼀三九 〇・⼀四三 〇・〇⼆七五七

⼀九 〇・⼀三⼆ 〇・⼀四三 〇・〇⼆六⼀六

⼆〇 〇・⼀⼆五 〇・⼀四三 〇・〇⼆五⼀七

⼆⼀ 〇・⼀⼀九 〇・⼀⼆五 〇・〇⼆四〇⼋

⼆⼆ 〇・⼀⼀四 〇・⼀⼆五 〇・〇⼆⼆九六

⼆三 〇・⼀〇九 〇・⼀⼀⼆ 〇・〇⼆⼆⼆六

⼆四 〇・⼀〇四 〇・⼀⼀⼆ 〇・〇⼆⼀五七

⼆五 〇・⼀〇〇 〇・⼀⼀⼆ 〇・〇⼆〇五⼋

⼆六 〇・〇九六 〇・⼀〇〇 〇・〇⼀九⼋九

⼆七 〇・〇九三 〇・⼀〇〇 〇・〇⼀九〇⼆

⼆⼋ 〇・〇⼋九 〇・〇九⼀ 〇・〇⼀⼋六六

⼆九 〇・〇⼋六 〇・〇九⼀ 〇・〇⼀⼋〇三

三〇 〇・〇⼋三 〇・〇⼋四 〇・〇⼀七六六

三⼀ 〇・〇⼋⼀ 〇・〇⼋四 〇・〇⼀六⼋⼋

三⼆ 〇・〇七⼋ 〇・〇⼋四 〇・〇⼀六五五

三三 〇・〇七六 〇・〇七七 〇・〇⼀五⼋五

三四 〇・〇七四 〇・〇七七 〇・〇⼀五三⼆

三五 〇・〇七⼀ 〇・〇七⼆ 〇・〇⼀五三⼆

三六 〇・〇六九 〇・〇七⼆ 〇・〇⼀四九四

三七 〇・〇六⼋ 〇・〇七⼆ 〇・〇⼀四⼆五

三⼋ 〇・〇六六 〇・〇六七 〇・〇⼀三九三

三九 〇・〇六四 〇・〇六七 〇・〇⼀三七〇

四〇 〇・〇六三 〇・〇六七 〇・〇⼀三⼀七

四⼀ 〇・〇六⼀ 〇・〇六三 〇・〇⼀三〇六

四⼆ 〇・〇六〇 〇・〇六三 〇・〇⼀⼆六⼀



四三 〇・〇五⼋ 〇・〇五九 〇・〇⼀⼆四⼋

四四 〇・〇五七 〇・〇五九 〇・〇⼀⼆⼀〇

四五 〇・〇五六 〇・〇五九 〇・〇⼀⼀七五

四六 〇・〇五四 〇・〇五六 〇・〇⼀⼀七五

四七 〇・〇五三 〇・〇五六 〇・〇⼀⼀五三

四⼋ 〇・〇五⼆ 〇・〇五三 〇・〇⼀⼀⼆六

四九 〇・〇五⼀ 〇・〇五三 〇・〇⼀⼀〇⼆

五〇 〇・〇五〇 〇・〇五三 〇・〇⼀〇七⼆

五⼀ 〇・〇四九 〇・〇五〇 〇・〇⼀〇五三

五⼆ 〇・〇四⼋ 〇・〇五〇 〇・〇⼀〇三六

五三 〇・〇四七 〇・〇四⼋ 〇・〇⼀〇⼆⼋

五四 〇・〇四六 〇・〇四⼋ 〇・〇⼀〇⼀五

五五 〇・〇四五 〇・〇四六 〇・〇⼀〇〇七

五六 〇・〇四五 〇・〇四六 〇・〇〇九六⼀

五七 〇・〇四四 〇・〇四六 〇・〇〇九五⼆

五⼋ 〇・〇四三 〇・〇四四 〇・〇〇九四五

五九 〇・〇四⼆ 〇・〇四四 〇・〇〇九三四

六〇 〇・〇四⼆ 〇・〇四四 〇・〇〇⼋九五

六⼀ 〇・〇四⼀ 〇・〇四⼆ 〇・〇〇⼋九⼆

六⼆ 〇・〇四〇 〇・〇四⼆ 〇・〇〇⼋⼋⼆

六三 〇・〇四〇 〇・〇四⼆ 〇・〇〇⼋四七

六四 〇・〇三九 〇・〇四〇 〇・〇〇⼋四七

六五 〇・〇三⼋ 〇・〇三九 〇・〇〇⼋四七

六六 〇・〇三⼋ 〇・〇三九 〇・〇〇⼋⼆⼋

六七 〇・〇三七 〇・〇三⼋ 〇・〇〇⼋⼆⼋



六⼋ 〇・〇三七 〇・〇三⼋ 〇・〇〇⼋⼀〇

六九 〇・〇三六 〇・〇三⼋ 〇・〇〇⼋〇〇

七〇 〇・〇三六 〇・〇三⼋ 〇・〇〇七七⼀

七⼀ 〇・〇三五 〇・〇三六 〇・〇〇七七⼀

七⼆ 〇・〇三五 〇・〇三六 〇・〇〇七五⼀

七三 〇・〇三四 〇・〇三五 〇・〇〇七五⼀

七四 〇・〇三四 〇・〇三五 〇・〇〇七三⼋

七五 〇・〇三三 〇・〇三四 〇・〇〇七三⼋

七六 〇・〇三三 〇・〇三四 〇・〇〇七⼆六

七七 〇・〇三⼆ 〇・〇三三 〇・〇〇七⼆六

七⼋ 〇・〇三⼆ 〇・〇三三 〇・〇〇七⼀六

七九 〇・〇三⼆ 〇・〇三三 〇・〇〇六九三

⼋〇 〇・〇三⼀ 〇・〇三⼆ 〇・〇〇六九三

⼋⼀ 〇・〇三⼀ 〇・〇三⼆ 〇・〇〇六⼋三

⼋⼆ 〇・〇三〇 〇・〇三⼀ 〇・〇〇六⼋三

⼋三 〇・〇三〇 〇・〇三⼀ 〇・〇〇六七三

⼋四 〇・〇三〇 〇・〇三⼀ 〇・〇〇六五三

⼋五 〇・〇⼆九 〇・〇三〇 〇・〇〇六五三

⼋六 〇・〇⼆九 〇・〇三〇 〇・〇〇六四五

⼋七 〇・〇⼆九 〇・〇三〇 〇・〇〇六⼆七

⼋⼋ 〇・〇⼆⼋ 〇・〇⼆九 〇・〇〇六⼆七

⼋九 〇・〇⼆⼋ 〇・〇⼆九 〇・〇〇六⼆〇

九〇 〇・〇⼆⼋ 〇・〇⼆九 〇・〇〇六〇三

九⼀ 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇〇六四九

九⼆ 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇〇六三⼆



九三 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇〇六⼀五

九四 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇〇五九⼋

九五 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇五九四

九六 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇五七⼋

九七 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇五六三

九⼋ 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇五四九

九九 〇・〇⼆五 〇・〇⼆六 〇・〇〇五四九

⼀〇〇 〇・〇⼆五 〇・〇⼆六 〇・〇〇五四六

別表第⼗ 平成⼆⼗四年四⽉⼀⽇以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却
率、改定償却率及び保証率の表

耐⽤年数 償却率 改定償却率 保証率

年    

⼆ ⼀・〇〇〇 ――――― ―――――

三 〇・六六七 ⼀・〇〇〇 〇・⼀⼀〇⼋九

四 〇・五〇〇 ⼀・〇〇〇 〇・⼀⼆四九九

五 〇・四〇〇 〇・五〇〇 〇・⼀〇⼋〇〇

六 〇・三三三 〇・三三四 〇・〇九九⼀⼀

七 〇・⼆⼋六 〇・三三四 〇・〇⼋六⼋〇

⼋ 〇・⼆五〇 〇・三三四 〇・〇七九〇九

九 〇・⼆⼆⼆ 〇・⼆五〇 〇・〇七⼀⼆六

⼀〇 〇・⼆〇〇 〇・⼆五〇 〇・〇六五五⼆

⼀⼀ 〇・⼀⼋⼆ 〇・⼆〇〇 〇・〇五九九⼆

⼀⼆ 〇・⼀六七 〇・⼆〇〇 〇・〇五五六六

⼀三 〇・⼀五四 〇・⼀六七 〇・〇五⼀⼋〇

⼀四 〇・⼀四三 〇・⼀六七 〇・〇四⼋五四

⼀五 〇・⼀三三 〇・⼀四三 〇・〇四五六五



⼀六 〇・⼀⼆五 〇・⼀四三 〇・〇四⼆九四

⼀七 〇・⼀⼀⼋ 〇・⼀⼆五 〇・〇四〇三⼋

⼀⼋ 〇・⼀⼀⼀ 〇・⼀⼀⼆ 〇・〇三⼋⼋四

⼀九 〇・⼀〇五 〇・⼀⼀⼆ 〇・〇三六九三

⼆〇 〇・⼀〇〇 〇・⼀⼀⼆ 〇・〇三四⼋六

⼆⼀ 〇・〇九五 〇・⼀〇〇 〇・〇三三三五

⼆⼆ 〇・〇九⼀ 〇・⼀〇〇 〇・〇三⼀⼋⼆

⼆三 〇・〇⼋七 〇・〇九⼀ 〇・〇三〇五⼆

⼆四 〇・〇⼋三 〇・〇⼋四 〇・〇⼆九六九

⼆五 〇・〇⼋〇 〇・〇⼋四 〇・〇⼆⼋四⼀

⼆六 〇・〇七七 〇・〇⼋四 〇・〇⼆七⼀六

⼆七 〇・〇七四 〇・〇七七 〇・〇⼆六⼆四

⼆⼋ 〇・〇七⼀ 〇・〇七⼆ 〇・〇⼆五六⼋

⼆九 〇・〇六九 〇・〇七⼆ 〇・〇⼆四六三

三〇 〇・〇六七 〇・〇七⼆ 〇・〇⼆三六六

三⼀ 〇・〇六五 〇・〇六七 〇・〇⼆⼆⼋六

三⼆ 〇・〇六三 〇・〇六七 〇・〇⼆⼆⼀六

三三 〇・〇六⼀ 〇・〇六三 〇・〇⼆⼀六⼀

三四 〇・〇五九 〇・〇六三 〇・〇⼆〇九七

三五 〇・〇五七 〇・〇五九 〇・〇⼆〇五⼀

三六 〇・〇五六 〇・〇五九 〇・〇⼀九七四

三七 〇・〇五四 〇・〇五六 〇・〇⼀九五〇

三⼋ 〇・〇五三 〇・〇五六 〇・〇⼀⼋⼋⼆

三九 〇・〇五⼀ 〇・〇五三 〇・〇⼀⼋六〇

四〇 〇・〇五〇 〇・〇五三 〇・〇⼀七九⼀



四⼀ 〇・〇四九 〇・〇五〇 〇・〇⼀七四⼀

四⼆ 〇・〇四⼋ 〇・〇五〇 〇・〇⼀六九四

四三 〇・〇四七 〇・〇四⼋ 〇・〇⼀六六四

四四 〇・〇四五 〇・〇四六 〇・〇⼀六六四

四五 〇・〇四四 〇・〇四六 〇・〇⼀六三四

四六 〇・〇四三 〇・〇四四 〇・〇⼀六〇⼀

四七 〇・〇四三 〇・〇四四 〇・〇⼀五三⼆

四⼋ 〇・〇四⼆ 〇・〇四四 〇・〇⼀四九九

四九 〇・〇四⼀ 〇・〇四⼆ 〇・〇⼀四七五

五〇 〇・〇四〇 〇・〇四⼆ 〇・〇⼀四四〇

五⼀ 〇・〇三九 〇・〇四〇 〇・〇⼀四⼆⼆

五⼆ 〇・〇三⼋ 〇・〇三九 〇・〇⼀四⼆⼆

五三 〇・〇三⼋ 〇・〇三九 〇・〇⼀三七〇

五四 〇・〇三七 〇・〇三⼋ 〇・〇⼀三七〇

五五 〇・〇三六 〇・〇三⼋ 〇・〇⼀三三七

五六 〇・〇三六 〇・〇三⼋ 〇・〇⼀⼆⼋⼋

五七 〇・〇三五 〇・〇三六 〇・〇⼀⼆⼋⼀

五⼋ 〇・〇三四 〇・〇三五 〇・〇⼀⼆⼋⼀

五九 〇・〇三四 〇・〇三五 〇・〇⼀⼆四〇

六〇 〇・〇三三 〇・〇三四 〇・〇⼀⼆四〇

六⼀ 〇・〇三三 〇・〇三四 〇・〇⼀⼆〇⼀

六⼆ 〇・〇三⼆ 〇・〇三三 〇・〇⼀⼆〇⼀

六三 〇・〇三⼆ 〇・〇三三 〇・〇⼀⼀六五

六四 〇・〇三⼀ 〇・〇三⼆ 〇・〇⼀⼀六五

六五 〇・〇三⼀ 〇・〇三⼆ 〇・〇⼀⼀三〇



六六 〇・〇三〇 〇・〇三⼀ 〇・〇⼀⼀三〇

六七 〇・〇三〇 〇・〇三⼀ 〇・〇⼀〇九七

六⼋ 〇・〇⼆九 〇・〇三〇 〇・〇⼀〇九七

六九 〇・〇⼆九 〇・〇三〇 〇・〇⼀〇六五

七〇 〇・〇⼆九 〇・〇三〇 〇・〇⼀〇三四

七⼀ 〇・〇⼆⼋ 〇・〇⼆九 〇・〇⼀〇三四

七⼆ 〇・〇⼆⼋ 〇・〇⼆九 〇・〇⼀〇〇六

七三 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇⼀〇六三

七四 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇⼀〇三五

七五 〇・〇⼆七 〇・〇⼆七 〇・〇⼀〇〇七

七六 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇九⼋〇

七七 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇九五四

七⼋ 〇・〇⼆六 〇・〇⼆七 〇・〇〇九⼆九

七九 〇・〇⼆五 〇・〇⼆六 〇・〇〇九⼆九

⼋〇 〇・〇⼆五 〇・〇⼆六 〇・〇〇九〇七

⼋⼀ 〇・〇⼆五 〇・〇⼆六 〇・〇〇⼋⼋四

⼋⼆ 〇・〇⼆四 〇・〇⼆四 〇・〇〇九⼆九

⼋三 〇・〇⼆四 〇・〇⼆四 〇・〇〇九〇七

⼋四 〇・〇⼆四 〇・〇⼆四 〇・〇〇⼋⼋五

⼋五 〇・〇⼆四 〇・〇⼆四 〇・〇〇⼋六四

⼋六 〇・〇⼆三 〇・〇⼆三 〇・〇〇⼋⼋五

⼋七 〇・〇⼆三 〇・〇⼆三 〇・〇〇⼋六四

⼋⼋ 〇・〇⼆三 〇・〇⼆三 〇・〇〇⼋四四

⼋九 〇・〇⼆⼆ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇〇⼋六三

九〇 〇・〇⼆⼆ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇〇⼋四四



九⼀ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇〇⼋⼆五

九⼆ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇〇⼋〇七

九三 〇・〇⼆⼆ 〇・〇⼆⼆ 〇・〇〇七九〇

九四 〇・〇⼆⼀ 〇・〇⼆⼀ 〇・〇〇⼋〇七

九五 〇・〇⼆⼀ 〇・〇⼆⼀ 〇・〇〇七九〇

九六 〇・〇⼆⼀ 〇・〇⼆⼀ 〇・〇〇七七三

九七 〇・〇⼆⼀ 〇・〇⼆⼀ 〇・〇〇七五七

九⼋ 〇・〇⼆〇 〇・〇⼆〇 〇・〇〇七七三

九九 〇・〇⼆〇 〇・〇⼆〇 〇・〇〇七五七

⼀〇〇 〇・〇⼆〇 〇・〇⼆〇 〇・〇〇七四⼆

別表第⼗⼀ 平成⼗九年三⽉三⼗⼀⽇以前に取得をされた減価償却資産の残存割合
表

種類 細⽬ 残存
割合

別表第⼀、別表第⼆、別表第五及び別表第六に掲
げる減価償却資産（同表に掲げるソフトウエアを
除く。）

 百分
の⼗

別表第三に掲げる無形減価償却資産、別表第六に
掲げるソフトウエア並びに鉱業権及び坑道

 零

別表第四に掲げる⽣物 ⽜  

 繁殖⽤の乳⽤⽜
及び種付⽤の役
⾁⽤⽜

百分
の⼆
⼗

 種付⽤の乳⽤⽜ 百分
の⼗

 その他⽤のもの 百分
の五
⼗

 ⾺  



 繁殖⽤及び競⾛
⽤のもの

百分
の⼆
⼗

 種付⽤のもの 百分
の⼗

 その他⽤のもの 百分
の三
⼗

 豚 百分
の三
⼗

 綿⽺及びやぎ 百分
の五

 果樹その他の植
物

百分
の五


